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一
、
源
村
の
成
立
に
む
け
て 

【
史
料
1
】
御
布
達
書 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

明
治
八
（
一
八
七
五
）
年
一
月 

 

（
竪
冊
・
表
紙
） 

     

至
急 

 
 
 

 

祠
官 

川
嶋
家
隆 

回
章 

 
 
 
 

極
楽
寺
村
始 

於
日
吉
神
社
本
月
十
一
日
紀
元
節
祭
執
行
并
説
教
午
前
七
時
村
々
参
拝
無
洩
御
通

達
申
進
候
也 

 

明
治
八
年
二
月
七
日 

 
 
 
 
 
 
 
 

右
祠
官 

川
嶋
家
隆 

印 

右
二
三
度
回
章
行
先
相
分
リ 

 
 
 
 
 
 

四
小
区 

扱
所 
印 

不
申
候
間
此
分
ヘ
相
添
可
被
下
候
也 

 

上
極
楽
寺
村 

上
布
田
村 

植
草
村 

雨
坪
村 

酒
造
村 

三
ヶ
尻
村 

瀧
沢
村 

瀧
村 

丹
尾
村 

山
田
村 

油
井
村 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

右
村
々
役
人
御
中 

  

回
章 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

当
区
扱
所 

 
 
 

東
金
町
始
下
極
楽
寺
村
止
リ 

種
痘
為
説
諭
勧
業
掛
リ
富
田
英
信
殿
各
村
巡
廻
之
上
種
痘
所
取
設
ヶ
致
ニ
付
而
者

兼
而
御
達
有
之
種
痘
順
序
雛
形
ニ
照
シ
未
痘
児
名
前
取
調
来
ル
廿
七
日
迄
ニ
無
相

違
御
差
出
し
有
之
度
、
尤
も
取
調
之
儀
各
村
用
掛
リ
其
組
限
リ
一
帳
ニ
取
調
無
洩
落

様
御
注
意
可
被
成
候
也 

 
 

二
月
廿
三
日 

 
 
 
 
 
 
 
 

当
四
小
区
扱
所 

東
金
町 

台
方
村 

大
豆
谷
邨 

油
井
村 

山
田
村 

丹
尾
村 

瀧
村 

瀧
沢
村 

上
布
田
村 

下
布
田
村 

上
極
楽
寺
村 

下
極
楽
寺
村 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

右
村
用
掛
中 

尚
々
此
廻
状
不
留
置
至
急
御
順
達
回
尾
よ
り
御
返
却
有
之
度
候
也 

 

丙
第
九
十
六
号 

 
 
 
 
 
 

第
八
九
大
区 

区
長 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

同 

各
小
区 

戸
長 

今
般
第
八
九
大
区
両
取
締
所
之
儀
合
併
、
武
射
郡
成

戸
（
マ
マ
）

町
ニ
改
置
候
ニ
付
而
ハ 

失
火
盗
難
其
他
取
締
ニ
関
ス
ル
一
切
之
事
モ
同
所
開
設
之
上
者
総
テ
従
前
之
通
リ

同
所
ヘ
可
申
出
旨
区
内
無
洩
可
相
違
候
、
此
段
相
達
候
事 

 
 

明
治
八
年
三
月
二
日 

 
 
 

千
葉
県
令 

柴
原 

和 

 

甲
第
三
十
八
号 

明
治
七
年
県
庁
第
三
百
八
十
号
ヲ
以
テ
各
大
区
扱
所
エ
宛
テ
相
達
候
人
民
一
般
ノ

事
ニ
係
ル
布
達
書
類
郵
便
線
路
并
往
復
度
数
完
備
ノ
日
ニ
至
ル
マ
テ
ハ
脚
夫
ヲ
以

逓
送
候
儀
及
布
達
置
候
処
郵
便
線
路
増
開
及
往
復
更
ニ
加
等
ノ
儀
モ
稍
相
整
候
ニ

付
爾
来
郵
便
ニ
テ
可
相
違
、
尤
右
税
金
ノ
儀
者
県
庁
ニ
於
テ
操
替
置
追
テ
管
内
一
般

ノ
民
費
ニ
割
賦
可
致
候
条
此
段
爲
心
得
更
ニ
布
達
候
事 

 
 

明
治
八
年
三
月
九
日 

 
 
 

千
葉
県
令 

柴
原 

和 

 
 

明
治
八
年 

御
布
達
書 

一
月 
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回
章 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

布
田
村 

種
痘
所 

 
 
 
 
 

至
急 

以
回
章
得
貴
意
候
、
今
般
布
田
村
種
痘
所
設
立
仕
候
間
各
村
未
痘
児
無
遺
漏
書
面
之

通
御
説
諭
、
来
四
月
二
日
第
十
一
時
御
出
頭
可
被
成
候
也
、
但
し
御
布
告
之
通
父
母

未
痘
児
疾
病
之
義
者
用
掛
承
認
ノ
証
ヲ
添
テ
断
出
べ
し
、
再
度
以
上
罷
出
サ
ル
者
ハ

医
師
容
体
書
ニ
戸
長
ノ
証
ヲ
添
テ
出
ヘ
シ 

 
 

明
治
八
年
三
月
廿
七
日 

 
 
 

布
田
村 

種
痘
所 

下
極
楽
寺
村 

上
極
楽
寺
村 
上
布
田
村 

下
布
田
村 

雨
坪
村 

植
草
村 

瀧
沢
村 

酒
造
村 
三
ヶ
尻
村 

瀧
村 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

右
邨
用
掛
御
中 

  
 

回
章 

 
 
 
 
 
 
 
 

第
八
大
区
四
小
区 

扱
所 

 
 
 
 

東
金
町
始
メ 

御
一
新
以
来
道
路
掃
除
等
之
義
ニ
付
度
々
御
布
達
も
有
之
、
御
承
知
ニ
者
可
有
之
候

得
共
当
節
春
向
ニ
至
旧
弊
有
之
場
土
塵
芥
等
埋
立
肥
土
等
取
立
来
候
得
共
道
路
掃

除
等
宜
敷
無
之
ニ
付
、
御
説
諭
之
上
以
来
右
様
之
義
致
候
義
御
申
聞
候
共
不
取
用
候

ハ
ヽ
無
拠
大
区
扱
所
江
申
出
候
間
懇
々
御
説
諭
有
之
度
候
也 

 
 

八
年
三
月
廿
七
日 
 
 
 

第
八
大
区
四
小
区 

扱
所 

 

小
間
子
牧
附
村
々 

 
 

回
章 
 
 
 
 
 
 
 
 

極
楽
寺
村 

 
 
 
 
 
 
 
 

上
布
田
村
始 

小
間
子
牧
犬
防
之
者
共
江
鑑
札
渡
方
之
義
兼
而
昨
年
中
及
御
相
議
候
節
、
名
前
書
御

差
出
之
上
議
定
書
へ
調
印
相
成
候
も
の
共
之
外
、
会
社
へ
直
ニ
犬
防
致
度
向
申
出
候

も
の
共
有
之
、
依
而
鑑
札
渡
方
ニ
差
支
候
間
、
一
応
御
相
議
之
上
取
計
申
度
候
条
、

各
邨
犬
防
人
壱
名
ツ
ヽ
確
定
之
上
印
形
御
持
参
、
来
ル
六
日
午
前
第
十
時
揃
、
当
村

本
極
寺
江
御
出
会
有
之
度
回
章
至
急
御
順
達
、
従
留
其
節
返
却
可
被
成
候
也 

 
 

四
月
二
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

極
楽
寺
村 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

猪
野
耕
之
介 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

山
本
次
左
衛
門 

上
布
田
村 

植
草
村 

瀧
沢
村 

三
ケ
尻
村 

松
之
郷
村 

油
井
村 

丹
尾
村 

瀧
村 

山
田
村 

中
野
村 

冨
田
村 

上
砂
子
村 

下
砂
子
村 

 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 

右
村
々 

用
掛
中 

（
上
布
田 

猪
野
家 

B-

16-

1
） 

 

【
史
料
2
】
御
布
達
書 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

明
治
九
（
一
八
七
六
）
年
四
月 

 

（
竪
冊
・
表
紙
） 

      
 

回
達 

去
二
月
第
二
十
四
号
御
達
之
通
学
資
集
積
之
義
ニ
付
而
者
大
区
会
議
ニ
於
テ
既
ニ

諸
君
審
議
セ
ル
処
ニ
シ
テ
学
事
至
重
急
務
ナ
ル
ハ
今
更
喋
々
ヲ
俟
タ
ザ
ル
儀
ニ
付
、

資
本
集
積
等
ハ
前
以
夫
々
方
法
相
設
ヶ
着
手
相
成
候
義
ニ
者
可
有
之
候
得
と
も
尚

今
般
右
説
諭
ト
シ
テ
八
木
原
十
四
等
出
仕
殿
去
月
該
大
区
四
小
区
ヨ
リ
御
着
手
、
一

明
治
九
年 

御
布
達
書 

四
月
十
七
日 
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二
三
五
八
小
区
ヲ
除
ク
之
外
悉
皆
集
積
追
々
当
郡
モ
凡
八
分
通
集
積
候
ニ
付
取
束

ネ
次
第
不
日
該
各
小
区
ヱ
御
巡
回
相
成
候
、
就
テ
ハ
一
二
三
五
八
小
区
扱
所
ニ
於
テ

モ
他
区
ノ
模
範
ニ
有
之
、
且
各
邨
風
俗
モ
他
区
内
ト
異
ニ
シ
テ
稍
醇
良
之
村
柄
ニ
付

別
シ
テ
学
事
等
ハ
衆
人
ノ
帰
嚮
セ
ル
土
地
ナ
レ
ハ
此
程
御
達
之
次
第
ハ
予
テ
熟
知

遵
奉
無
論
ト
改
候
得
共
、
万
一
御
注
意
方
行
届
ケ
ス
候
テ
ハ
御
同
氏
巡
視
ノ
際
用
掛

長
農
等
大
勢
招
集
空
シ
ク
数
日
ヲ
費
シ
各
自
産
ノ
支
障
不
尠
ハ
勿
論
扱
所
ニ
於
テ

モ
繁
劇
之
際
事
務
混
雑
可
致
ニ
付
、
其
前
戸
長
并
学
事
分
掌
副
戸
長
衆
ニ
ヲ
イ
テ
懇

篤
説
示
シ
集
積
概
則
ニ
照
シ
確
実
方
法
相
設
ケ
左
ノ
雛
形
ニ
做
ヒ
届
書
取
束
置
候

様
御
取
計
有
之
度
、
別
紙
届
書
式
相
添
此
段
及
御
回
達
候
也 

 
 

明
治
九
年
三
月 

 
 
 
 
 
 
 
 

第
二
十
三
番
中
学
区
取
締 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

江
口
平
兵
衛 

 
 

第
八
大
区 

五
小
区 

三
小
区 

八
小
区 
二
小
区 

壱
小
区 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
右
扱
所
御
中 

右
至
急
順
達
周
止
ヨ
リ
御
返
却
可
有
之
候
也 

 
 
 
 
 

正
副
二
冊 

表
紙
認
式 

 

第
二
十
三
番
中
学
区
内 

 
 

第
何
番
或
ハ 

第
何

第
何
番 番 

聯
区
第
何
番 

何
々
小
学
校
資
本
寄
附
金
明
細
御
届 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第
何
大
区
何
小
区 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

何
郡
何
村 

  
 
 

学
費
寄
附
金
明
細
御
届 

第
何
百
何
番
第
何
第
何
々
小
学
校
エ
寄
附 

或
ハ 

第
何

第
何
番 番 

聯
区
第
何
番
何
等
何
々
小
学
校
エ
寄
附 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第
何
大
区
何
小
区 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

何
郡
何
村 

一
金
何
百
円 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

何
ノ
誰 

印 

一
金
何
十
円 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

何
ノ
誰 

印 

 
 

以
下
準
之 

但
シ
半
面
五
行
ニ
可
認
事 

合
金
七
百
円 

或
ハ
千
円 

或
ハ
弐
千
円 

但
シ
本
年
四
月
一
時
出
金
壱
割
二
分
ノ
利
子
ニ
テ
村
内
身
元
ノ
者
エ
預
ケ
（
注
１
） 

或
ハ
望
ノ
者
エ
貸
付
置
、
本
年
四
月
ヨ
リ
毎
月
利
子
取
立
校
費
ニ
充
テ
明
治
七

年
県
庁
第
四
百
五
十
号
学
費
金
規
則
ニ
照
シ
（
注
２
）
取
扱
候
事 

（
注
１
）
一
時
出
金
云
々
又
身
元
ノ
者
エ
預
ケ
云
々
ト
有
之
、
則
寄
附
候
モ
ノ
ハ

身
元
ニ
付
寄
付
ノ
者
直
ニ
預
置
候
訳
ニ
付
人
民
誤
繆
無
之
様
能
々
御

諭
示
有
之
度
候 

（
注
２
）
七
年
第
四
百
五
十
号
条
目
中
八
年
十
一
月
四
条
五
条
刪
去
ノ
御
達
モ
有

之
ニ
付
別
テ
御
注
意
有
之
度
候 

右
ハ
今
般
何
々
小
学
校
資
本
ト
シ
テ
書
面
之
金
額
寄
附
仕
候
ニ
付
、
此
段
御
届
奉
申

上
候
、
以
上 

 
 

明
治
九
年
四
月 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

右
村
用
掛 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

何
ノ
誰 

印 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

同 
 

何
ノ
誰 

印 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

右
区
学
事
分
掌
副
戸
長 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

何
ノ
誰 

印 



17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

同 
 
 
 

戸
長 

何
ノ
誰 

印 

 
 

県
令
宛 

別
紙
之
通
リ
回
達
相
成
候
ニ
付
及
御
達
候
也 

 
 
 

各
邨
写
取
周
止
ヨ
リ
返
却
有
之
度
候
事 

 
 

九
年
四
月
十
八
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

第
五
小
区 

扱
所 

上
極
楽
寺
村 

 
下
極
楽
寺
村 

 

上
布
田
村 

 

下
布
田
村 

植
草
村 

 
 
 

雨
坪
村 

 
 
 

酒
蔵
村 

 
 

三
ヶ
尻
村 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

各
邨 

用
掛
中 

 

達 

回
章 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第
八
大
区
五
小
区 

扱
所 

別
紙
之
通
布
田
種
痘
所
ヨ
リ
被
申
出
候
条
、
未
痘
之
児
無
洩
定
日
ニ
差
出
し
種
痘
請

候
様
末
々
迄
被
申
聞
度
及
達
候
也 

 
 

九
年
四
月
廿
五
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

第
八
大
区
五
小
区 

扱
所 

 

植
草
村 

 
 

雨
坪
村 

 
 
 

武
勝
村 

 
 
 

下
布
田
村 

 

上
布
田
村 

 

下
極
楽
寺
村 
 

上
極
楽
寺
村 

右
村
々 

用
掛
中 

 

昨
八
年
一
月
以
降
布
田
村
江
種
痘
所
御
設
置
相
成
候
処
、
方
今
遺
漏
之
児
有
之
不
都

合
不
尠
旨
御
布
告
ニ
付
、
未
痘
児
并
再
三
接
之
人
員
江
篤
と
御
設
示
被
成
下
、
左
之

定
日
午
前
第
九
時
迄
無
洩
種
痘
所
ヱ
罷
出
候
様
未
痘
児
父
兄
江
御
達
し
被
下
度
、
此

段
願
上
候
也 

 
 

明
治
九
年
四
月 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第
八
大
区
五
小
区 

種
痘
所 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

扱
所
御
中 

 
 
 
 
 
 

定
日 

 
 
 
 

四
月
廿
六
日 

 
 
 
 

同 

廿
九
日 

 
 

回
章 

植
草
村 

 
 

猪
野
八
右
衛
門 

 
 

上
布
田
村 

井
口
辰
五
郎 

上
極
楽
寺
村 

金
子
忠
五
郎 

 
 
 

下
極
楽
村 

戸
田
四
郎
兵
衛 

下
市
田
村 

 

並
木
巳
之
次 

 
 
 

雨
坪
村 

 

池
野
牛
松 

武
勝
村 

 
 

並
木
房
太
郎 

 
 
 

木
原
村 

 

苗
八
右
衛
門 

苗
健
次
郎 

右
者
野
馬
出
生
之
時
節
ニ
付
、
犬
防
人
江
談
示
之
上
夫
々
牧
場
手
配
犬
防
為
致
度
候

条
、
来
ル
五
月
二
日
午
前
第
十
時
限
り
字
た
ら
坊
へ
出
会
候
様
、
右
名
前
之
者
共
江

御
申
聞
度
御
依
願
候
、
此
廻
章
至
急
御
順
達
留
り
よ
り
返
戻
有
之
度
、
此
段
申
進
候

也 

四
月
廿
八
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

極
楽
寺
村 

牧
場
世
話
人 

山
本
次
左
衛
門 

右
村
々 

用
掛
中 

 
 
 

同 
 
 
 
 

猪
野
耕
之
助 

  

達 

下
総
国
元
高
野
牧
、
十
倉
村
矢
作
牧
、
十
余
三
村
地
内
ニ
於
テ
勧
業
寮
牧
羊
場
開
設

ニ
付
、
同
所
ヨ
リ
四
方
三
里
以
内
村
々
畜
犬
野
犬
頭
数
、
及
里
程
付
絵
図
面
共
至
急

差
出
方
、
客
月
廿
六
日
附
ヲ
以
再
達
相
成
候
ニ
付
、
此
旨
相
心
得
至
急
調
書
可
差
出
、

尤
右
取
締
向
取
調
ト
シ
テ
吉
田
少
属
各
小
区
江
出
張
候
条
同
入
江
打
合
、
不
都
合
無

之
様
可
取
計
旨
、
該
小
区
戸
長
江
至
急
可
相
達
候
、
此
段
相
達
候
事 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

千
葉
県
令 

柴
原 

和
代
理 

 
 

明
治
九
年
五
月
四
日 

 
 
 
 
 
 
 

千
葉
県
参
事 

岩
佐 

為
春 



18 

前
書
之
通
御
達
相
成
候
条
、
得
其
意
至
急
取
調
御
差
出
有
之
度
、
此
段
及
御
達
候
也 

 
 

五
月
四
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第
八
九
大
区
扱
所 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第
八
大
区
五
小
区
扱
所
中 

  
 

御
届 

一
里
程
三
里
拾
町 

 
 
 
 
 
 

当
村
ヨ
リ
下
総
国
高
野
牧
迄 

一
飼
大
無
之 

一
野
犬
無
之 

右
之
通
取
調
候
処
相
違
無
御
座
候
、
以
上 

 
 

明
治
九
年
五
月
五
日 

 
 
 
 

第
八
大
区
五
小
区 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

山
辺
郡
上
布
田
村 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

用
掛 

猪
野 

丹
蔵 

印 

  

回
達 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

第
八
大
区
五
小
区 
扱
所 

 
 
 

上
布
田
村
始 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第
八
大
区
三
小
区 

山
辺
郡
大
豆
谷
村 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

郷
社 

日
吉
神
社 

祠
官 

壱
名 

右
者
今
般
第
八
大
区
内
祠
官
祠
掌
共
更
正
配
置
候
条
、
三
四
五
六
小
区
内
ニ
於
テ
郷

社
祠
官
一
名
毎
村
氏
子
共
帰
依
之
者
相
撰
可
申
旨
御
達
相
成
候
ニ
付
、
銘
々
撰
挙
為

致
、
用
掛
ニ
而
投
票
取
束
ネ
来
ル
十
日
限
リ
可
差
出
、
此
段
相
達
候
也 

 
 

九
年
五
月
八
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

第
八
大
区
五
小
区 

扱
所 

上
布
田
村 

 

下
布
田
村 

 

武
勝
村 

 

雨
坪
村 右

村
々
用
掛
中 

 

 

種
痘 回

章 
 
 
 
 
 
 
 
 

第
八
大
区
五
小
区 

扱
所 

 
 
 
 
 

瀧
沢
村
始 

種
痘
ノ
儀
ニ
而
ハ
一
昨
明
治
七
年
以
降
度
々
御
公
布
ニ
も
相
成
居
候
処
、
今
般
猶
又

其
御
筋
よ
り
御
諭
示
も
有
之
候
ニ
付
、
来
ル
廿
九
日
布
田
種
痘
所
江
医
員
出
張
ノ
上

種
痘
為
致
候
条
、
未
痘
之
者
無
之
様
用
掛
組
長
伍
長
ニ
於
テ
別
段
注
意
致
シ
、
右
日

限
通
種
痘
所
江
罷
越
種
痘
為
致
候
様
可
被
取
計
候
也 

 
 

九
年
五
月
廿
七
日 

 
 
 
 
 
 
 
 

第
八
大
区
五
小
区 

扱
所 

 
 

瀧
沢
村 

 

植
草
村 

 

雨
坪
村 

 

武
勝
村 

 
 

下
布
田
村 

上
布
田
村 

上
下
極
楽
寺
村 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

右
村 

用
掛
組
長
伍
長 

中 

 

書
面
を
以
申
上
候
、
然
者
学
校
所
新
築
之
義
去
ル
三
十
日
弥
棟
上
ヶ
相
成
、
右
ニ
付

時
節
柄
ニ
者
候
得
共
明
六
日
ヨ
リ
屋
根
普
請
ニ
取
掛
リ
候
ニ
付
、
各
村
一
戸
ニ
付
縄

五
十
尋
宛
右
場
所
江
御
差
出
し
候
様
御
取
計
ひ
被
下
度
、
尤
縄
之
義
者
可
成
丈
上
縄

ニ
致
度
、
此
段
御
願
申
上
度
候
也 

 
 

六
月
五
日 

 

猶
以
申
上
候
、
上
布
田
ヨ
リ
人
足
三
人
御
遣
し
被
下
度
、
竹
切
入
人
足
ニ
付
庖
丁

壱
丁
ツ
ヽ
持
参
有
之
度
候
也 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

上
下
極
楽
寺 

用
掛 

 
 

上
布
田
村 

 

下
布
田
村 

 

雨
坪
村 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

右
村
々
用
掛
御
中 

（
上
布
田 

猪
野
家 

B-

16-

2
）  
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【
史
料
3
】
御
布
達
書 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

明
治
九
（
一
八
七
六
）
年
九
月 

 
（
竪
冊
・
表
紙
） 

     

回
章 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第
八
大
区
五
小
区 

扱
所 

 
 
 

下
極
楽
寺
村
始 

先
般
御
達
相
成
候
大
区
会
議
員
撰
挙
投
票
セ
シ
メ
候
処
左
之
名
面
之
者
共
其
撰
ニ

相
当
リ
候
ニ
付
、
区
内
無
洩
可
相
達
旨
其
筋
ヨ
リ
御
達
相
成
候
条
、
此
段
用
掛
ハ
勿

論
各
村
撰
挙
人
其
他
一
般
ヘ
無
洩
通
知
可
被
致
、
此
段
相
達
候
也 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第
八
大
区
五
小
区 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

下
極
楽
寺
村 
猪
野
耕
之
助 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

上
極
楽
寺
村 

山
本
治
左
衛
門 

  
 

小
間
子
牧
附
村
々 

 
 
 

回
章 

 

刻
附
御
順
達
有
之
度
候
也 

 
 

極
楽
寺
邨
始 

小
間
子
牧
捕
馬
ニ
付
、
土
手
修
覆
其
他
会
社
ヨ
リ
被
及
昭
議
候
廉
々
相
議
致
度
候
条
、

来
ル
廿
四
日
午
前
第
十
時
揃
各
邨
用
掛
中
、
無
名
代
極
楽
寺
邨
本
極
寺
江
出
会
可
被

成
候
、
回
章
迅
速
御
順
達
周
尾
ヨ
リ
御
返
戻
有
之
度
、
此
段
及
御
達
候
也 

九
月
廿
一
日 

 
 
 
 
 
 
 

小
閲
子
牧
世
話
人 

猪
野
耕
之
助 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

同 
 
 
 
 
 
 

山
本
次
左
衛
門 

極
楽
寺
村 

上
布
田
村 

下
布
田
村 

雨
坪
村 

 

武
勝
村 

木
原
村 

吉
田
村 
 

吉
倉
村 

 

大
谷
流
邨 

小
谷
流
村 

勢
田
村 

用
草
村 

岡
田
村 

 

根
古
谷
村 

七
曲
村 

 

西
御
門
村 

宮
内
村 

飯
塚
村 

内
田
村 

 

上
泉
村 

 

下
泉
村 

右
村
々 

用
掛
御
中 

  
 
 

回
達 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

第
八
大
区
五
小
区
扱
所 

 
 
 
 
 

上
極
楽
寺
村
始
植
草
村
止
リ 

本
年
県
庁
乙
第
百
四
拾
五
号
御
達
シ
ニ
拠
リ
大
区
会
予
備
議
員
撰
挙
投
票
セ
シ
メ

候
処
左
之
名
面
之
者
其
選
ニ
相
当
リ
候
ニ
付
相
達
候
条
、
区
内
一
般
江
無
洩
可
被
相

達
、
此
旨
及
御
達
候
也 

 
 

九
年
九
月
廿
八
日 

 
 
 
 
 
 
 
 

旧
第
八
九
大
区
扱
所 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第
八
大
区
五
小
区
扱
所
中 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

上
布
田
村 

猪
野
七
郎
右
衛
門 

県
庁
本
年
甲
第
百
五
十
号
御
達
相
成
候
ニ
付
而
ハ
来
ル
十
月
三
日
ヨ
リ
第
七
大
区

十
一
小
区
茂
原
駅
茂
原
寺
ニ
於
テ
臨
時
大
区
会
相
開
候
条
、
改
正
事
務
ニ
担
当
之 

者
ハ
別
而
臨
切

（
マ
マ
）

之
義
ナ
レ
ハ
右
当
日
ヨ
リ
改
正
事
務
之
制
、
戸
長
及
ヒ
各
邨
用
掛 

其
他
有
志
之
者
ハ
傍
聴
ニ
罷
出
候
様
達
方
御
取
計
可
被
成
候
、
依
之
此
段
御
達
候
也 

 
 

九
年
九
月
廿
九
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

元
八
九
大
区
扱
所 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第
八
大
区
五
小
区
扱
所
中 

 
追
而
甲
第
百
五
十
号
布
告
拾
四
枚
ツ
ヽ
各
村
ヘ
下
付
候
条
引
去
順
達
可
致
事 

今
般
第
七
八
大
区
出
張
所
ヲ
長
柄
郡
本
納
村
ヘ
新
置
候
旨
県
庁
丙
第
三
百
五
拾
号

ヲ
以
御
達
し
相
成
候
処
、
来
ル
十
月
一
日
ヨ
リ
開
設
事
務
取
扱
候
条
該
区
内
人
民
江

明
治
九
年 

 

御
布
達
書 

 
 

九
月
一
日 
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無
洩
可
相
達
、
此
段
相
達
候
也 

 
 

九
年
九
月
廿
八
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

元
第
七
大
区
出
張
所 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第
八
大
区
五
小
区
扱
所
御
中 

  
 

回
達 
瀧
沢
村
始 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

第
八
大
区
五
小
区
扱
所 

 
 
 
 
 
 

各
村
用
掛
中 

今
般
県
令
安
房
国
上
総
国
之
内
視
察
ト
シ
テ
丙
第
三
百
六
十
六
号
達
ノ
通
巡
回
相

成
候
ニ
付
而
ハ
其
扱
所
ハ
勿
論
沿
道
各
小
区
扱
所
ヘ
モ
時
宜
ニ
寄
リ
臨
視
可
相
成

義
も
有
之
候
条
、
得
其
意
不
都
合
無
之
様
可
被
取
計
候
、
此
段
為
心
得
及
御
達
候
也 

 
 

明
治
九
年
九
月
廿
九
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

木
間
瀬 

大
属 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

村
松 

 

大
属 

 
 
 
 
 

第
七
八
大
区 

正
副
戸
長
中 

追
而
県
令
通
行
之
際
休
泊
所
案
内
人
之
外
用
掛
以
上
ノ
者
送
迎
等
ハ
勿
論
差
掛
リ 

故
（
マ
マ
）

リ
シ
道
路
ヲ
修
繕
シ
或
者
路
傍
盛
砂
等
ノ
弊
事
無
之
様
厚
注
意
可
被
致
候
、 

此
段
添
テ
及
御
達
候
也 

前
条
之
通
被
相
達
候
条
、
不
都
合
無
之
様
御
注
意
可
有
之
、
此
旨
及
御
達
候
也 

 
 

九
月
三
十
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

元
第
八
九
大
区
扱
所 

 
 
 
 
 
 
 
 

第
八
大
区
五
小
区
扱
所
中 

 

捕
馬 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

小
間
子
牧 

 

回
章 
 

下
極
楽
寺
村
始 

 
 
 
 
 

世
話
掛 

 
 

記 

上
極
楽
寺
村 

下
極
楽
寺
村 

上
布
田
村 

下
布
田
村 

植
草
村 

瀧
沢
村 

右
六
ケ
村
ハ
例
年
之
通
、
布
田
入
り
迫
立
相
済
候
ハ
ヽ
、
六
ケ
村
申
合
セ
有
戸
番
人

足
附
置
キ
、
余
り
人
足
ハ
シ
モ
ク
土
手
立
切
り 

雨
坪
村 

武
勝
村 

木
原
村 

右

三
ヶ
村
者
字
タ
ラ
ボ
フ
詰
之
事 

一
馬
曳
縄 

 
 
 

壱
ケ
村
ニ
付 

三
本
ツ
ヽ 

一
迫
立
人
足
之
儀
弐
間
竿
ハ
勿
論
、
牧
込
ノ
節
相
用
ヒ
候
縄
、
人
足
壱
人
ニ
付
九
尺

ツ
ヽ
銘
々
持
参
之
事 

右
者
来
ル
八
日
字
新
込
分
捕
馬
取
掛
り
候
間
、
同
日
午
前
四
時
限
り
銘
々
受
持
シ
場

所
ヱ
人
足
差
出
シ
追
立
候
様
可
被
成
、
此
回
章
至
急
順
達
回
尾
ヨ
リ
野
先
ニ
於
テ
拙

者
共
方
へ
御
返
却
有
之
度
候
也 

明
治
九
年
十
月
五
日 

 
 
 
 
 
 

小
間
子
世
話
掛 猪

野 

耕
之
助 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

山
本
治
左
エ
門 

 

下
極
楽
寺
村 

上
極
楽
寺
村 

上
布
田
村 

瀧
沢
村 

植
草
村 

雨
坪
村 

 
 

下
布
田
村 

 

武
勝
村 

 

木
原
村 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

右
邨
々 

用
掛
衆
中 

 

追
而
強
雨
ニ
候
ハ
ヽ
日
送
り
之
事 

  
 
 

回
章 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

上
下
極
楽
寺
村
用
掛 

 
 
 
 
 
 
 

上
布
田
村
始 

明
七
日
込
場
小
屋
掛
之
義
者
各
村
ヨ
リ
人
足
五
人
ツ
ヽ
差
出
候
様
仕
度
、
尤
其
節

右
場
所
江
持
参
之
品
左
ニ 

一
、
五
六
寸
位
之
竹 

壱
ケ
村
ニ
付
十
本
ツ
ヽ 

一
こ
も 

十
枚 

一
縄 

弐
ツ 

 
 
 

但
弁
当
御
持
参
之
事 

右
之
通
仕
度
候
間
、
此
段
御
承
引
被
下
度
候
也 
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九
月
六
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

上
下
極
楽
寺
用
掛 

上
布
田
村 

下
布
田
村 

武
勝
村 

用
掛
御
中 

 

至
急 

 
 
 
 
 
 
 

上
極
楽
寺
始 

 
 

達 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第
八
大
区
五
小
区
扱
所 

 
 
 
 
 
 
 

各
村
用
掛
中 

本
年
県
庁
丙
第
三
百
七
十
七
号
ヲ
以
被
相
達
候
野
犬
取
締
心
得
、
第
五
款
ニ
掲
ル
ト

コ
ロ
ノ
野
犬
獲
殺
証
書
料
紙
一
村
町
ニ
付
拾
枚
ツ
ヽ
配
付
候
条
、
牧
場
距
離
四
里
以

内
村
町
表
中
ニ
載
ス
ル
村
町
用
掛
ヘ
可
相
渡
候
、
右
者
丙
第
三
百
三
十
八
号
ヲ
以
相

達
候
、
各
村
町
用
掛
ノ
内
へ
野
犬
取
締
担
当
之
者
相
定
申
出
候
上
右
担
当
ノ
者
へ
可

相
渡
之
處
、
今
以
担
当
ノ
者
名
氏
不
申
出
向
有
之
ニ
付
、
前
行
之
通
取
計
候
条
、
料

紙
受
取
書
之
義
者
担
当
之
者
よ
り
差
出
候
様
可
被
取
計
、
此
段
相
違
候
也 

 
 

九
年
九
月
廿
八
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
千
葉
県 

第
二
課 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第
八
大
区
五
小
区
扱
所 

別
紙
之
通
御
達
相
成
候
ニ
付
、
当
区
内
牧
場
距
離
四
里
以
内
村
々
用
掛
之
内
、
野

犬
取
締
担
当
之
者
相
撰
、
其
村
毎
壱
名
ツ
ヽ
取
極
メ
至
急
人
名
書
十
二
日
迄
ニ
可

差
出
候
也 

 
 

明
治
九
年
十
月
九
日 

 
 
 
 
 
 
 

第
八
大
区
五
小
区
扱
所 

 

瀧
沢
村 

上
極
楽
寺
村 

下
極
楽
寺
村 

上
布
田
村 

下
布
田
村 

植
草
村 

 

雨
坪
村 

 
 
 

武
射
郡 

武
勝
村 

松
之
郷
村 

酒
造
村 

三
ケ
尻
村 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

右
村
用
掛
中 

早
々
順
達
周
止
よ
り
返
却
有
之
候
事 

 

至
急 

 
 
 
 
 
 
 

酒
蔵
村
始 

 
 
 

九
年
十
月
廿
一
日 

 
 

回
章 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第
八
大
区
五
小
区
扱
所 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

各
村
用
掛
中 

先
般
当
扱
所
ヘ
出
会
之
節
巡
査
民
設
願
書
之
義
二
タ
通
ハ
村
々
用
掛
調
印
相
成
居
、

然
ル
処
今
二
タ
通
リ
無
之
候
得
共
者
差
出
方
ニ
差
支
候
ニ
付
、
至
急
持
廻
リ
為
請
候

条
、
右
村
々
人
名
調
印
有
之
度
候
也 

但
シ
中
ニ
ハ
組
長
ニ
而
用
掛
代
理
調
印
有
之
分
ハ
矢
張
其
者
ニ
而
調
印
有
之
ヘ

き
事 

 
 

明
治
九
年
十
月
廿
一
日 

 
 
 
 
 
 
 
 

第
八
大
区
五
小
区
扱
所 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

右
村
々
用
掛
中 

上
極
楽
寺
村 

 

下
極
楽
寺
村 

 

上
下
布
田
村 

 

植
草
村 

 

雨
坪
村 

武
勝
村 

 
 
 

瀧
沢
村 

 
 
 

酒
蔵
村 

 
 
 

三
ヶ
尻
村 

松
之
郷
村 

道
庭
村 

 
 
 

家
之
子
村 

一
巡
査
壱
名 

 
 
 

此
壱
ヶ
月
費
金
八
十
三
銭
八
厘 

右
拾
三
ヶ
村
用
掛
総
代
申
上
候
、
方
今
行

正
（
マ
マ
）

警
察
之
実
勤
ヲ
人
民
一
般
了
知
仕 

候
様
為
致
度
、
今
般
用
掛
協
議
之
上
連
署
、
村
々
よ
り
自
費
差
出
巡
査
一
名
増
置 

相
願
度
、
尤
査
官
撰
挙
時
服
其
他
着
用
品
等
一

節
（
マ
マ
）

県
庁
之
御
処
分
ヲ
仰
度
、
此 

段
御
聞
届
被
成
下
度
奉
願
上
候
也 

 
 

明
治
九
年
十
月
十
六
日 

 
 
 
 

上
極
楽
寺
村 

山
本 

彦
兵
衛 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

下
極
楽
寺
村 

山
本
仙
右
衛
門 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

外
十
一
ヶ
村
用
掛 

氏
名 

印 

 

刻
付 
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回
達 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第
八
大
区
五
小
区
扱
所 

 
 
 
 
 

瀧
沢
村
始 

拙
生
義
当
区
内
巡
回
ト
シ
テ
罷
越
、
明
一
日
午
前
第
九
時
六
小
区
二
又
村
扱
所
、
同

午
後
第
一
時
五
小
区
瀧
沢
村
扱
所
、
同
第
四
時
四
小
区
東
金
町
扱
所
巡
回
候
条
、
各

員
御
詰
合
ハ
勿
論
各
村
用
掛
一
名
ツ
ヽ
出
頭
罷
在
候
様
御
取
計
有
之
度
、
此
段
申
進

候
也 

 
 

九
年
十
月
三
十
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

区
長 

板
倉 

胤
臣 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第
八
大
区
五
小
区
扱
所
御
中 

（
上
布
田 

猪
野
家 

B-

16-

3
） 

 

【
史
料
4
】
御
布
達
書 

 
 
 
 
 
 
 
 

明
治
九
（
一
八
七
六
）
年
十
一
月 

 

（
竪
冊
・
表
紙
） 

     

上
布
田
村 

 

用
掛
御
中 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

東
金
町
ニ
テ 

 

官
事 

急
キ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

改
租
総
代
人 

今
般
各
村
毎
地
地
位
等
級
調
査
之
義
ニ
付
及
御
談
度
有
之
間
、
明
廿
九
日
午
前
第
十

時
迄
ニ
東
金
町
つ
た
屋
庄
兵
衛
方
迄
両
三
名
御
出
頭
被
下
度
、
此
段
及
御
達
候
也 

 
 

九
年
十
月
廿
八
日 

 
 
 
 
 
 
 
 

佐
久
間
東
吉
郎 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

上
布
田
村
用
掛
事
務
掛
御
中 

  
 

達 
 
 
 
 
 

第
八
大
区
五
小
区 

上
布
田
村
用
掛
行 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

千
葉
県
改
租
掛 

堀
江 

栄
之
助 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第
八
大
区
五
小
区
上
布
田
村 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

用
掛
事
務
掛
右
一
名
ツ
ヽ 

右
者
其
村
地
引
帳
中
不
都
合
之
廉
有
之
候
間
、
其
村
扣
帳
悉
皆
持
参
出
張
先
東
金
町

ヘ
本
日
可
罷
出
候
、
此
段
相
達
候
也 

 
 

十
月
廿
九
日 

 
 
 
 
 
 
 
 

改
正
掛 

堀
江 

栄
之
助 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

右
村
用
掛 

 

今
般
該
区
各
学
校
監
督
ト
シ
テ
明
一
日
午
後
第
一
時
よ
り
布
田
校
始
巡
回
候
条
、
就

而
ハ
学
事
分
掌
副
戸
長
衆
御
立
会
被
下
度
、
尤
巡
校
之
節
該
候
事
務
掛
ハ
勿
論
学
区

内
申
合
セ
用
掛
リ
一
両
名
必
出
席
可
致
旨
予
テ
御
通
達
有
之
度
、
此
段
及
御
達
候
也 

 

但
日
曜
ニ
候
と
も
都
合
有
之
義
ニ
付
巡
回
中
生
徒
出
校
可
為
致
旨
教
員
江
申
通

被
下
度
申
添
候
也 

 
 

九
年
十
月
三
十
一
日 

 
 
 
 
 

第
廿
三
番
中
学
区
内
取
締 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

第
八
大
区
五
小
区
扱
所
御
中 

 

江
口 

平
兵
衛 

印 

別
紙
之
通
り
学
区
取
締
よ
り
御
達
相
成
候
ニ
付
、
明
一
日
午
前
十
時
各
邨
用
掛
壱
名

ツ
ヽ
校
所
ヘ
御
出
頭
有
之
度
、
此
段
申
進
候
也 

 
 

九
年
十
月
三
十
一
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

布
田
校
事
務
掛 

 
 
 
 
 
 
 

上
極
楽
寺
村 

 

下
極
楽
寺
村 

 

上
布
田
村 

 

下
布
田
村 

 
 
 
 
 
 
 

雨
坪
村 

 
 
 
 

各
邨
用
掛
中 

但
生
徒
之
義
モ
不
参
無
之
様
御
取
計
ひ
被
下
度
候
也 

明
治
九
年 

 

御
布
達
書 

 
 

十
一
月
十
日 
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至
急 

 
回
達 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

第
八
大
区
五
小
区
扱
所 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

各
邨
用
掛
中 

 
 
 

瀧
沢
村
始 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

上
極
楽
寺
村 

猪
野
三
郎
右
衛
門 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

道
庭
村 

 
 

石
井 

与
三
郎 

右
之
者
今
般
当
小
区
内
学
校
事
務
掛
リ
御
申
付
ニ
相
成
、
近
日
各
校
ヘ
巡
視
可
有
之

候
条
、
其
節
旧
事
務
掛
リ
ヨ
リ
是
ま
て
取
扱
来
候
校
務
之
義
者
悉
皆
引
継
候
様
可
被

致
、
此
段
及
達
候
也 

 

追
而
右
両
名
事
務
掛
拝
命
之
義
小
学
区
内
ヘ
無
洩
相
達
シ
可
被
置
様
取
計
ヒ
有

之
度
候
也 

 
 

明
治
九
年
十
一
月
十
日 

 
 
 

第
八
大
区
五
小
区
扱
所 

 

瀧
沢
村 

 

上
極
楽
寺
村 

 

下
極
楽
寺
村 
 
上
布
田
村 

 

下
布
田
村 

 

植
草
村 

 

雨
坪
村 

 
 
 

武
射
郡
武
勝
村 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

右
村
用
掛
中 

 

村
名
下
江
受
印
、
早
々
順
達
周
止
ヨ
リ
返
却
可
有
之
事 

 

刻
付 

 
 

達 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第
八
大
区
五
小
区
扱
所 

 
 
 
 

植
草
村
始 

予
テ
地
主
惣
代
人
江
協
議
置
候
通
リ
明
十
七
日
模
範
瀧
沢
村
地
位
等
級
調
査
ニ
付
、

区
長
及
ヒ
改
租
惣
代
人
一
同
同
村
ヘ
出
張
候
ニ
付
、
用
掛
事
務
掛
捴
代
人
等
右
同
日

午
前
第
九
時
揃
当
役
所
江
出
頭
着
相
届
候
様
可
被
申
聞
、
此
段
及
達
候
也 

 
 

九
年
十
一
月
十
六
日
午
前
第
九
時 

 
 
 

第
八
大
区
五
小
区
扱
所 

 

植
草
村 

 

雨
坪
村 

 

武
勝
村 

 

下
布
田
村 

 

上
布
田
村 

下
極
楽
寺
村 

 

上
極
楽
寺
村 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

右
村
々
用
掛
中 

追
而
刻
付
ヲ
以
テ
順
達
留
リ
村
よ
り
返
却
可
被
成
候
也 

 

小
間
子
牧 

回
章 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

世
話
掛 

上
布
田
村
始 

捕
馬
人
足
賃
割
合
可
申
候
間
、
明
十
七
日
午
前
第
十
時
本
極
寺
へ
御
出
会
有
之
度

候
也 

九
年
十
二
月
廿
六
日 

 
 
 
 
 
 
 
 

小
間
子
牧
世
話
掛 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

猪
野 

耕
之
介 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

山
本
次
左
衛
門 

上
布
田
村 

 

植
草
村 

 

雨
坪
村 

 

下
布
田
村 

 

武
勝
村 

 

木
原
村 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

右
村
々
用
掛
中 

  

回
達 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

第
八
大
区
五
小
区
扱
所 

 
 
 
 

上
布
田
村
始 

清
酒
造
人
之
内
醸
造
高
ヲ
隠
蔽
し
売
捌
候
者
者
勿
論
売
買
ニ
不
抱
隠
蔽
セ
し
造
高

ヲ
取
上
密
造
同
様
処
分
相
成
リ
候
趣
、
大
区
扱
所
よ
り
被
相
達
候
条
、
心
得
違
無
之

様
酒
造
人
江
至
急
通
達
可
被
致
、
此
段
及
達
候
也 

 
附
言
本
年
休
業
願
人
者
勿
論
引
続
営
業
不
相
願
候
者
共
心
得
違
ヲ
以
密
造
致
し

候
得
者
、
本
文
同
様
成
規
ニ
照
し
処
分
相
成
候
条
、
厳
敷
可
被
申
聞
事 

 
 

九
年
十
二
月
十
五
日 

 
 
 
 

第
八
大
区
五
小
区
扱
所 
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上
布
田
村 

 

下
布
田
村 

 

上
極
楽
寺
村 

 

下
極
楽
寺
村 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

右
村
同
掛
組
長
中 

 

追
而
至
急
順
達
、
周
尾
よ
り
返
戻
可
有
之
事 

  

達 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第
八
大
区
五
小
区
扱
所 

 
 

大
至
急 

 
 
 
 

上
下
極
楽
寺
村
よ
り
雨
坪
村
迄 

地
租
改
正
掛
官
員
方
今
夕
カ
明
廿
一
日
早
朝
模
範
瀧
沢
村
ヘ
出
役
相
成
候
条
、
先
般

模
範
村
江
出
頭
致
し
候
用
掛
事
務
掛
地
主
惣
代
人
一
同
明
廿
一
日
午
前
第
七
時
揃

当
扱
所
ヘ
出
頭
着
相
届
可
被
申
候
、
此
段
持
廻
リ
ヲ
以
及
達
候
也 

 
 

九
年
十
二
月
廿
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

第
八
大
区
五
小
区
扱
所 

 

上
下
極
楽
寺
村 

 

上
布
田
村 

 

下
布
田
村 

 

武
勝
村 

 

雨
坪
村 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

右
用
掛
中 

  

急
達 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

当
区
戸
長 

山
本
治
左
衛
門 

 
 
 

上
布
田
村
始 

模
範
瀧
沢
村
検
査
ニ
付
用
掛
事
務
掛
惣
代
人
印
形
入
用
ニ
候
条
、
今
十
時
限
瀧
沢
村

御
出
役
先
江
持
参
可
被
致
候
、
廻
章
迅
速
順
達
周
尾
よ
り
返
戻
可
被
有
候
、
此
段
及

達
候
也 

 
 

九
年
十
二
月
廿
七
日 

 
 
 
 

戸
長 

山
本
治
左
衛
門 

 

上
布
田
村 
 

下
布
田
村 

 

武
勝
村 

 

雨
坪
村 

 

植
草
村 

追
而
村
名
下
ニ
刻
ヲ
以
順
達
可
被
致
候
事 

 

予
テ
申
談
置
候
来
ル
十
年
一
月
一
日
ヨ
リ
国
旗
掲
揚
之
義
、
村
々
ヨ
リ
請
書
差
出
シ

有
之
処
猶
又
大
区
ヨ
リ
此
度
戸
別
国
旗
ヲ
可
掲
ヶ
様
御
違
シ
相
成
候
間
、
夫
々
用
掛

リ
ニ
テ
注
意
致
シ
旧
弊
ノ
始
末
無
之
、
全
ク
陽
暦
之
新
製
ヲ
賀
シ
国
旗
ヲ
掲
揚
可
為

致
、
此
段
更
ニ
及
達
候
也 

 
 

九
年
十
二
月
廿
七
日 

 
 
 
 

第
八
大
区
五
小
区
扱
所 

 

回
達 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

第
八
大
区
五
小
区
扱
所 

予
テ
模
範
瀧
沢
村
ニ
お
ゐ
て
協
議
ニ
お
よ
ひ
置
候
通
、
各
邨
地
位
等
級
調
査
之
義
明

七
日
極
楽
寺
村
よ
り
着
手
候
条
、
同
日
午
前
第
八
時
揃
用
掛
事
務
掛
地
主
惣
代
人
一

同
右
村
江
出
張
候
様
取
計
可
被
申
候
、
此
段
及
達
候
也 

 
 

十
年
一
月
六
日 

 
 
 
 

第
八
大
区
五
小
区
戸
長 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

山
本
治
左
衛
門 

 

瀧
沢
村 

 

植
草
村 

 

雨
坪
村 

 

武
勝
村 

 

下
布
田
村 

 

上
布
田
村 

上
下
極
楽
寺
村 

 
 
 
 
 
 
 

右
用
掛
中 

追
而
本
文
極
楽
寺
村
出
張
先
ニ
於
テ
申
談
義
数
ケ
有
之
候
条
、
不
参
之
も
の
必
無
之

様
取
計
可
被
申
候
、
且
此
達
書
迅
速
刻
付
ヲ
以
順
達
留
リ
ヨ
リ
拙
者
出
張
先
ヘ
返
戻

可
有
之
候
也 

 

至
急 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

各
村
用
掛
組
長
中 

 
 

回
達 

 

植
草
村
始 

 
 
 
 

裏 

第
八
大
区
五
小
区
扱
所 

各
小
区
会
議
之
儀
、
昨
九
年
十
月
中
大
区
会
議
之
節
各
小
区
戸
長
協
議
之
上
区
長
ヨ

リ
県
庁
ヘ
本
年
一
月
ヲ
以
テ
開
会
可
致
旨
決
定
相
成
候
ニ
付
、
左
ノ
撰
挙
手
続
ヲ
以

テ
議
員
撰
定
可
致
候
事 

 
 
 
 
 

小
区
会
議
員
撰
挙
手
続
き 

一
小
区
会
議
員
ハ
仮
リ
村
町
伍
長
ニ
於
テ
撰
挙
セ
シ
ム
ル
モ
ノ
ト
ス 
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一
議
員
撰
挙
法
ハ
人
口
二
百
五
十
口
ヲ
以
テ
仮
リ
壱
人
ヲ
挙
ル
モ
ノ
ト
ス 

 
但
区
内
役
員
并
村
吏
及
ヒ
寺
院
住
職
ノ
差
別
ナ
ク
本
籍
ニ
ア
ル
者
ヲ
挙
ベ
シ 

 
 
 
 
 

議
員
人
員
割
法 

一
人
口
三
百
人 

 
 
 

議
員
壱
人 

 

上
極
楽
寺
村 

 

下
極
楽
寺
村 

一
人
口
二
百
五
十
六
人 

同 

壱
人 

 

瀧
沢
村 

一
人
口
二
百
六
十
五
人 

同 

壱
人 

 

上
布
田
村 

 

下
布
田
村 

一
人
口
二
百
八
十
五
人 
同 

壱
人 

 

武
勝
村 

 

雨
坪
村 

一
人
口
二
百
六
十
一
人 

同 
壱
人 

 

植
草
村 

 

酒
蔵
村 

 

三
ヶ
尻
村 

一
人
口
千
〇
六
十
七
人 

同 
四
人 

 

松
之
郷
村 

一
人
口
三
百
五
十
九
人 

同 

壱
人 

 
道
庭
村 

一
人
口
六
百
六
十
二
人 

同 

弐
人 

 
家
ノ
子
村 

 
 
 
 
 

此
議
員
十
二
名 

右
撰
挙
方
法
篤
ト
遂
熟
覧
、
各
村
共
伍
長
江
至
急
相
違
シ
夫
々
投
票
為
差
出
、
用
掛

ニ
於
テ
取
束
ネ
本
月
十
七
日
ヲ
限
リ
持
参
可
被
致
候
也 

 
 

十
年
一
月
十
四
日 

 
 
 
 

第
八
大
区
五
小
区
扱
所 

 

植
草
村 

 

雨
坪
村 

 

武
勝
村 

 

下
布
田
村 

 

上
布
田
村 

 

上
極
楽
寺
村 

 

下
極
楽
寺
村 

 
 
 

右
村
々
用
掛
組
長
中 

（
上
布
田 

猪
野
家 

B-
16-
4
） 

 

【
史
料
5
】
御
布
達
書 

 
 
 
 
 
 
 
 

明
治
九
（
一
八
七
六
）
年
十
二
月 

 

（
竪
冊
・
表
紙
） 

     

回
章 

 
 
 
 

第
八
大
区
五
小
区
扱
所 

 

十
年
一
月
廿
ニ
日
発
ス 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

瀧
沢
村
始
メ 

本
月
廿
七
日
ヨ
リ
七
日
之
間
第
七
大
区
十
四
小
区
本
納
村
蓮
福
寺
ニ
於
テ
両
大
区

本
年
第
一
回
大
区
会
開
会
、
民
費
減
省
其
他
数
件
審
議
候
条
、
各
村
用
掛
リ
組
伍
長

ハ
勿
論
有
志
之
者
ハ
傍
聴
候
様
各
邨
駅
宿
町
人
民
一
般
江
無
洩
御
通
達
可
被
成
候
、

此
段
及
御
達
候
也 

 
 

一
月
十
九
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

第
七
八
大
区
扱
所 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第
八
大
区
五
小
区
扱
所
御
中 

 

九
年
（
自
一
月
至
十
二
月
）
地
租
改
正
費
取
調
書
上 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第
八
大
区
五
小
区
上
総
国
山
辺
郡
上
布
田
村 

 

一
金
百
廿
円
廿
銭
四
厘 

 
 
 
 

改
正
書
入
費 

 
 

内
訳 

 

金
八
拾
壱
円 

 
 
 
 
 

人
足
賃
銭 

測
量
雇
費 

 

金
三
拾
九
円
廿
銭
四
厘 

 

道
路
修
繕
費
并
器
械
村
費 

明
治
九
年 

 
 

御
布
達
書 

 
 

十
二
月 

日 
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反
別
八
十
三
町
五
反
壱
畝
拾
弐
歩 

改
正
田
畑
宅
地
山
林
反
別
共 

右
之
通
リ
取
調
差
出
候
也 

 
 

十
年
一
月
廿
一
日 

 
 
 
 
 
 
 

右
村
用
掛 

 

猪
野 

丹
蔵 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

同 

事
務
掛 

猪
野
勇
次
郎 

 
 
 
 

第
八
大
区
五
小
区 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

扱
所 

御
中 

 

回
章 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

第
八
大
区
五
小
区
扱
所 

 
 
 

瀧
沢
村
始 

 
 
 
 

第
一
月
廿
四
日
午
後
第
七
時
発 

今
般
当
五
小
区
内
ニ
於
テ
大
区
会
予
備
議
員
一
名
撰
挙
投
票
可
差
出
旨
至
急
御
達

し
相
成
候
条
、
各
村
町
明
治
九
年
撰
挙
人
ニ
於
テ
投
票
致
し
明
廿
五
日
午
前
第
十
時

迄
ニ
当
扱
所
ヘ
差
出
候
様
、
至
急
撰
挙
人
中
ヘ
通
達
可
取
計
、
此
段
及
達
也 

 
 

一
月
廿
四
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

第
八
大
区
五
小
区
扱
所 

 
 
 
 

午
後
七
時
発
ス 

 

瀧
沢
村 

 

植
草
村 

 

雨
坪
村 

 

武
勝
村 

 

下
布
田
村 

 

下
極
楽
寺
村 

 

上
極
楽
寺
村 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

右
村
々
用
掛
中 

追
時
上
極
楽
寺
村
山
本
次
左
衛
門
、
下
極
楽
寺
村
猪
野
耕
之
介
、
上
布
田
村
猪
野
七

郎
右
衛
門 

右
三
名
者
本
議
員
ニ
付
今
般
之
撰
挙
ニ
者
可
相
除
候
事 

  

回
達 

第
二
月
十
五
日 

午
後
三
時
発
ス 

 
 

刻
付 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

第
八
大
区
五
小
区
扱
所 

 
 
 
 

極
楽
寺
村
始
植
草
村
止
リ 

各
邨
産
土
神
別
段
縁
由
有
之
神
社
等
ニ
テ
社
格
未
定
ノ
分
ハ
人
民
之
情
願
ニ
依
リ

郷
村
社
ニ
加
別
之
儀
夫
々
可
及
詮
儀
候
条
、
別
紙
雛
形
ニ
做
ヒ
明
細
書
及
ヒ
絵
図
面

相
添
可
願
出
旨
御
布
告
相
成
候
条
、
来
ル
廿
日
限
リ
有
無
共
可
被
申
出
、
此
段
写
ヲ

以
及
達
候
也 

 
 

二
月
十
五
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

第
八
大
区
五
小
区
扱
所 

 

上
下
極
楽
寺
村 

 

上
布
田
村 

 

下
布
田
村 

 

武
勝
村 

 

雨
坪
村 

 

植
草
村 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

右
村
々
用
掛
中 

  

明
細
書
雛
形 

 
 
 
 

第
八
大
区
五
小
区 

 
 
 
 
 
 
 
 

上
総
国
山
辺
郡
何
村
字
鎮
座 

 

其
神
社 

 
 

祭
神 

 

由
緒 

 

社
殿
間
数 

 

境
内
坪
数 

 

神
官
人
名 

 
 

氏
子
戸
数 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

鎮
座
年
月
日
ヲ
モ
記
ス
ヘ
シ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

大
小
建
物
ヲ
並
ヘ
挙
ク
ヘ
シ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

地
種
ノ
区
別
ヲ
モ
記
ス
ヘ
シ 

 

絵
図
記
載
方 

 
 

境
内
周
迊
ノ
間
数
、
本
社
拝
殿
華
表
瑞
籬
手
水
鉢
其
他
ノ
建
物
及
ヒ
石
垣
石
階

等
ノ
位
置
、
境
内
方
位
等
詳
細
記
載
ス
ヘ
シ 

 
今
般
種
痘
所
開
発
ニ
就
而
ハ
昨
九
年
内
務
省
甲
第
十
六
号
天
然
痘
予
防
規
則
県
庁

甲
第
百
七
十
七
号
之
種
痘
順
序
之
布
達
ニ
依
リ
未
痘
児
并
再
三
接
之
人
員
無
遺
漏 
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篤
ト
御
申
諭
、
左
之
定
日
午
前
第
七
時
種
痘
所
ヘ
罷

在
（
出
）

候
様
未
痘
児
父
兄
ヘ
御 

申
聞
有
之
度
、
此
段
及
達
候
也 

 
 

明
治
十
年
二
月
廿
三
日 

 
 
 
 
 

第
八
大
区
五
小
区 

種
痘
所 

 
 
 

種
痘
定
日 

本
月
廿
五
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

布
田
村 

用
掛
御
中 

 

達 

回
章 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

第
八
大
区
五
小
区
扱
所 

 
 
 
 
 

植
草
村
始 

今
般
東
京
山
下
門
内
ヘ
博
物
館
ニ
於
テ
縦
覧
御
差
免
相
成
候
間
、
別
紙
之
通
掲
示
場

ヘ
掲
出
可
被
致
、
此
段
及
達
候
也 

 
 

三
月
廿
一
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

第
八
大
区
五
小
区
扱
所 

明
治
十
年
三
月
十
五
日
ヨ
リ
日
数
六
十
日
間 

 
 

連
日
開
館 

 
 
 
 

山
下
門
内 

博
物
局 

 

牧
付
村
々
用
掛
御
中 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

香
田 
信
平 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

野
村 

鍬
平 

以
廻
章
得
貴
意
候
、
陳
者
野
馬
作
場
入
之
村
々
有
之
、
捕
押
之
義
被
申
越
候
得

共
、
其
内
境
堺
不
手
入
ニ
而
作
場
入
之
村
も
有
之
候
哉
ニ
存
候
、
右
様
之
義
無
之

様
御
心
附
、
御
村
内
江
御
依
願
被
下
度
、
此
段
御
願
申
入
候
、
廻
章
御
一
覧
後

早
々
御
順
達
被
下
、
従
留
御
返
却
可
被
下
候
也 

三
月
十
五
日 

 
 
 
 
 
 
 
 

瀧
台
会
社
詰 

野
村 

鍬
平 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

永
沢
社
詰 

 

香
田 

信
平 

瀧
邨 

 
 

油
井
村 

 
 

松
之
郷
村 

 

三
ケ
尻
村 

 
 

瀧
沢
村 

植
草
村 

 

下
布
田
村 

 

上
布
田
村 

 

上
極
楽
寺
村 

 

下
極
楽
寺
村 

武
勝
村 
 

木
原
村 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

右
村
用
掛
御
中 

 

布
田
村
用
掛
組
長
御
中 

 
 
 
 

右
区 

種
痘
所 

 
 
 

至
急 

当
県
下
ニ
於
テ
此
程
天
然
痘
ニ
懸
リ
候
旨
届
出
候
者
有
之
、
右
ハ
自
然
痘
ノ
他
ニ
伝

播
候
而
者
不
相
成
ニ
付
、
未
痘
児
再
三
接
ニ
至
迄
至
急
接
種
為
致
度
候
、
尤
新
鮮
痘

苗
之
義
申
出
次
第
頒
布
候
条
、
此
段
各
種
痘
所
ヘ
迅
速
御
達
有
之
度
候
也 

 
 

明
治
十
年
二
月
八
日 

 
 
 
 

千
葉
病
院
長
代
理
医
局
長 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

築
地
有
猷 

印 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第
八
大
区
医
務
取
締 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

江
口
平
兵
衛
殿 

別
紙
之
通
昨
九
年
内
務
省
甲
第
十
六
号
天
然
痘
預
防
規
則
県
庁
申
第
百
七
十
七
号

種
痘
順
序
之
布
告
ニ
照
準
、
無
脱
漏
未
痘
児
再
三
接
之
人
員
一
層
御
注
意
被
成
下
、

本
月
廿
四
日
午
前
第
十
時
未
痘
児
再
三
接
之
父
兄
ヘ
篤
と
御
申
聞
、
為
差
出
候
様
有

之
度
、
此
段
及
御
達
候
也 

 
 

明
治
十
年
三
月 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

右
区
種
痘
所 

 

其
区
内
各
邨
町
道
路
及
ヒ
田
畑
冠
リ
等
之
木
蔭
是
又
伐
採
セ
サ
ル
向
往
々
有
之
、
夫

カ
タ
メ
道
路
ハ
両
辺
ノ
タ
メ
数
日
間
泥
濘
ニ
シ
人
馬
ニ
及
ヒ
人
車
等
殆
ト
往
キ
安

ス
カ
ラ
ス
、
又
田
畑
ニ
冠
ル
木
蔭
ノ
如
キ
ハ
頗
ル
収
穫
ヲ
害
ス
ル
ハ
皆
人
民
ノ
周
知

ス
ル
処
ナ
レ
ハ
、
予
テ
御
達
ノ
次
第
モ
有
之
旁
以
各
村
用
掛
江
協
義
之
上
此
際
伐
払

候
様
御
通
達
可
被
成
候
、
此
段
及
御
達
候
也 

 

追
而
社
寺
上
知
其
他
官
有
ニ
係
ル
モ
ノ
ハ
願
書
為
差
出
候
様
御
取
計
可
被
成
候
、
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是
又
別
而
申
進
候
也 

 
 

明
治
十
年
三
月
十
一
日 

 
 
 
 

第
七
八
大
区
扱
所 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第
八
大
区
五
小
区
扱
所
御
中 

  

回
達 

 
 
 
 
 

第
八
大
区
五
小
区
扱
所 

 
 
 

瀧
沢
村
始 

 
 
 

各
村
用
掛
中 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

種
痘
医 

岩
崎 

玄
津 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

山
崎 

玄
周 

右
両
員
本
月
中
当
五
小
区
内
村
々
江
派
出
致
シ
、
未
痘
児
初
度
再
三
接
等
之
人
員
ヘ

種
痘
致
シ
候
様
医
務
取
締
ヨ
リ
各
村
江
達
し
有
之
ニ
付
、
近
々
両
医
派
出
致
し
候
間
、

村
中
江
無
洩
相
達
シ
置
候
様
取
計
ヒ
有
之
度
、
此
段
及
御
達
候
也 

 

但
シ
村
々
ヘ
派
出
日
割
之
義
者
両
医
ヨ
リ
報
知
可
有
之
候
条
、
添
テ
御
達
置
候
也 

 
 

明
治
十
年
四
月
四
日 

 
 
 
 

第
八
大
区
五
小
区
扱
所 

 

瀧
沢
村 

 

上
極
楽
寺
村 

 

下
極
楽
寺
村 

 

上
布
田
村 

 

下
布
田
村 

 

武
勝
村 

 

雨
坪
村 

 

植
草
村 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

各
村
用
掛
中 

（
上
布
田 

猪
野
家 
B-
16-

5
） 

 

【
史
料
6
】
御
達
書 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

明
治
十
（
一
八
七
七
）
年
十
月 

 

（
竪
冊
・
表
紙
） 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

極
楽
寺
ニ
テ 

回
章 

 
 
 

上
布
田
村
始 

 
 
 
 
 
 
 

山
本
治
左
衛
門 

明
十
日
小
間
子
牧
旧
新
込
分
内
払
、
及
ヒ
捕
馬
致
し
候
ニ
就
テ
ハ
例
之
通
り
笹
引

江
御
出
張
、
馬
数
取
調
候
様
致
度
、
且
水
手
桶
ひ
し
ゃ
く
茶
わ
ん
等
三
つ
ヲ
差
出

し
置
候
様
御
取
計
可
被
成
候
、
右
申
進
度
如
斯
候
也 

十
年
十
月
九
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

山
本
治
左
衛
門 

 
 
 
 
 
 

上
布
田
村 

 

下
市
田
村 

 

武
勝
村 

 
 

右
御
役
人
中 

追
而
人
足
之
義
者
昨
年
之
通
り
持
場
々
へ
予
テ
御
相
議
お
よ
ひ
置
候
通
御
差
出
可

被
成
候
、
且
出
張
時
間
ハ
午
前
第
四
時
之
御
心
得
ヲ
以
御
取
計
有
之
度
事 

  

回
章 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

第
八
大
区
五
小
区
扱
所 

 
 
 

瀧
沢
村
始 

 
丙
第
弐
百
六
拾
壱
号 

 
 
 
 

第
七
八
大
区 

区
長 

頃
日
虎
列
刺
病
流
行
之
兆
有
之
候
ニ
付
而
者
人
寄
定
席
ハ
勿
論
其
他
諸
興
行
等
群

集
候
抔
之
儀
当
分
之
内
渾
テ
不
相
成
候
条
、
右
営
業
之
者
ヱ
無
洩
相
達
、
且
臨
時
興

明
治
十
年 

 

御
達
書 

 
 

十
月 

日 
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行
之
儀
モ
出
願
不
致
様
至
急
各
小
区
戸
長
エ
可
相
達
候
、
此
段
相
達
候
事 

 
 

明
治
十
年
十
年
十
四
日 

 

千
葉
県
令 

柴
原 

和 

代
理 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

千
葉
県
少
書
記
官 

岩
佐 

為
春 

  

回
章 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

第
八
大
区
五
小
区
扱
所 

 
 
 

瀧
沢
村
始 

月
々
妊
娠
出
産
出
生
死
亡
出
入
寄
留
又
者
帰
籍
届
等
村
々
組
長
ニ
而
有
無
ト
モ
交

番
ヲ
以
可
届
出
筈
之
処
、
于
今
届
書
不
差
出
者
数
名
有
之
候
間
、
用
掛
ニ
お
ゐ
て
注

意
ノ
上
届
出
方
被
取
計
度
、
此
旨
及
御
達
候
也 

 
 

十
年
十
年
十
七
日 

 
 
 
 

第
八
大
区
五
小
区
扱
所 

 

瀧
沢
村 

 

極
楽
寺
村 

 

上
布
田
村 

 
下
布
田
村 
 

武
勝
村 

 

雨
坪
村 

 

植
草
村 

 

酒
蔵
村 

 

三
ヶ
尻
村 
 

松
之
郷
村 

 

道
庭
村 

 

家
之
子
村 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

右
村
々
用
掛
中 

 

小
間
子
牧
附
村
々 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

山
本
治
左
衛
門 

 
 

回
章 

 
 
 
 

山
田
村
始 

本
年
捕
馬
去
ル
十
四
日
ヨ
リ
売
掛
り
居
候
處
景
気
不
宜
残
馬
多
分
有
之
ニ
付
、
右

取
扱
方
之
義
昨
年
迄
ハ
会
社
ニ
於
テ
引
取
呉
候
得
共
、
本
年
之
處
引
取
方
差
支
候

趣
、
依
テ
ハ
右
残
馬
之
処
分
方
及
協
議
度
候
条
、
明
後
十
八
日
正
午
十
二
時
揃
八

街
村
永
澤
社
へ
用
掛
中
御
出
会
有
之
度
、
此
段
廻
章
ヲ
以
申
進
候
也 

永
澤
社
ニ
而 

 
 

十
年
十
月
十
六
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

山
本
治
左
衛
門 

山
田
村 

 
 

丹
尾
村 

 

瀧
村 

 
 

油
井
村 

 
 

松
之
郷
村 

三
ケ
尻
村 
 

瀧
沢
村 

 

植
草
村 

 

上
布
田
村 

 

下
布
田
村 

雨
坪
村 
 
 

武
勝
村 

 

木
原
村 

 
 
 

右
村
々
用
掛
中 

追
而
此
廻
章
留
リ
ヨ
リ
御
返
戻
有
之
度
事 

  

回
達 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

第
八
大
区
五
小
区 

 
 
 

瀧
沢
村
始 

予
テ
御
達
ニ
付
各
村
道
路
掃
除
丁
場
戸
別
ヘ
割
賦
標
木
相
建
、
且
破
損
ノ
場
所
ハ
修

繕
イ
タ
シ
至
急
可
届
出
旨
過
般
及
談
置
候
処
、
于
今
無
其
義
甚
タ
等
閑
ノ
至
候
条
、

標
本
及
ヒ
修
繕
行
届
候
村
々
ハ
速
ニ
可
被
届
出
、
此
段
及
回
達
候
也 

 
 

十
年
十
月
廿
七
日 

 
 
 

第
八
大
区
五
小
区
扱
所 

 
 
 
 
 

午
前
十
時
発 

追
而
本
文
標
木
及
ヒ
修
繕
等
行
届
候
上
ハ
正
副
戸
長
之
内
巡
視
候
条
、
被
得
其
意
刻

付
ヲ
以
迅
速
順
達
可
被
致
候
也 

 

小
間
子
牧
附
村
々 

 
 
 
 
 
 
 

極
楽
寺
村
始 

 
 

回
章 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

下
砂
子
村
止
り 

 

刻
附 

予
テ
御
談
示
申
置
候
通
り
昨
明
治
八
年
以
来
野
馬
代
金
不
納
分
、
去
月
三
十
一
日

限
り
会
社
へ
可
相
納
筈
之
処
今
ニ
等
閑
致
置
、
計
算
上
差
支
候
趣
ヲ
以
別
紙
未
納

人
名
調
書
被
差
廻
候
条
、
来
ル
十
二
日
限
り
無
相
違
両
会
社
へ
相
納
候
様
致
度
、

前
条
等
閑
置
候
得
者
本
年
馬
代
金
三
分
ノ
内
ヲ
以
テ
差
引
致
度
趣
、
左
候
得
者
馬 

代
金
ニ
関
係
無
之
村
々
へ
対
シ
相
済

（
マ
マ
）

儀
ニ
付
得
其
意
日
限
通
済
方
致
、
拙
者
方
へ 

被
届
出
度
候
、
回
章
刻
附
ヲ
以
順
達
留
リ
ヨ
リ
返
却
有
之
度
候
也 
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附
言
本
文
馬
代
金
未
納
人
実
事
不
行
届
向
ハ
会
社
へ
示
談
証
書
差
入
済
方
致
候

共
、
イ
ヅ
レ
歟
相
済
シ
可
被
申
候
、
最
早
本
年
馬
代
金
割
賦
延
引
相
成
候
ニ

付
、
未
納
分
済
次
第
速
ク
割
賦
致
シ
度
、
此
段
添
テ
申
進
候
也 

 
 

十
年
十
一
月
九
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

小
閲
子
世
話
人 

 
 
 
 
 
 
 

午
前
第
八
時 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

山
本
治
左
衛
門 

極
楽
寺
村 

 
上
布
田
村 

 

植
草
村 

 

瀧
沢
村 

 

三
ケ
尻
村 

松
之
郷
村 

 

油
井
村 

 
 

瀧
村 

 
 

丹
尾
村 

 

山
田
村 

中
野
村 

 
 

冨
田
村 

 
 

上
砂
子
村 

下
砂
子
村 

 

右
村
々
用
掛
御
中 

追
テ
過
般
捕
馬
之
節
各
邨
ニ
テ
野
馬
八
頭
引
請
候
内
、
木
原
村
ヲ
除
ク
ノ
外
馬

代
金
相
納
不
申
、
不
都
合
ニ
付
来
ル
十
二
日
迄
ニ
拙
者
へ
御
持
参
有
之
度
、
右

金
取
纏
メ
候
上
ハ
来
ル
十
五
日
頃
割
合
致
度
、
御
心
得
迄
申
進
候
也 

 
 

明
治
八
年
馬
代
金
未
納
人
名
調 

 
 
 
 

［
三
十
六
名 

 

氏
名
略
］ 

 
 

明
治
十
年
五
月
馬
代
金
未
納
人
名
調 

 
 
 
 

［
十
二
名
氏
名
略
］ 

 

至
急 

 

回
達 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

第
八
大
区
五
小
区
扱
所 

 
 
 
 
 
 
 

雨
坪
村
始 

道
路
橋
梁
之
義
者
国
ノ
義
務
タ
ル
故
ニ
全
国
一
般
役
金
御
取
立
相
成
居
候
処
、
去
ル

明
治
八
年
以
降
国
役
ヲ
廃
セ
ラ
レ
毎
村
道
路
橋
梁
修
繕
サ
セ
ヘ
ク
旨
御
布
告
相
成
、

尚
過
般
各
村
ヘ
道
路
掛
リ
ヲ
被
置
候
得
共
掃
除
丁
場
ハ
勿
論
修
繕
向
等
閑
之
村
方

も
相
見
ヘ
不
相
済
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
追
々
寒
気
ニ
向
ヒ
道
路
修
繕
セ
ハ
却
テ
道
ヲ
破
害

ス
ル
ノ
基
ニ
可
成
義
ニ
付
、
予
テ
達
し
置
候
通
掃
除
丁
場
等
相
定
標
木
建
設
之
上
速

ニ
可
被
届
出
、
此
段
及
達
候
也 

 
 

十
年
十
一
月
廿
日 

 
 
 
 

第
八
大
区
五
小
区
扱
所 

 

回
章 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

牧
場
世
話
掛 

 
 
 
 
 
 
 

上
布
田
邨
始 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

山
本
治
左
衛
門 

本
年
捕
馬
売
払
代
金
分
通
り
割
賦
方
之
儀
、
未
納
人
之
タ
メ
追
々
延
引
ニ
相
成
候

ニ
付
、
未
ル
廿
五
日
割
合
致
度
候
条
、
同
日
午
前
第
十
時
揃
各
村
用
掛
衆
無
名
代

印
形
御
持
参
、
極
楽
寺
村
本
極
寺
へ
御
出
会
有
之
度
、
此
段
廻
章
ヲ
以
申
進
候
也 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

小
間
子
牧
世
話
掛 

 
 

十
年
十
一
月
廿
一
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

山
本
治
左
衛
門 

上
布
田
村 

 

下
布
田
村 

 

雨
坪
村 

 

武
勝
村 

 

木
原
村 

 

吉
田
村 

 

勢
田
村 

 
 

吉
倉
村 

 
 

用
草
村 

 

内
田
村 

 

飯
塚
村 

 

宮
内
村 

根
古
屋
村 

 

岡
田
村 

 
 

七
曲
村 

 

西
御
門
村 

大
谷
流
村 

小
谷
流
村 

 

上
泉
村 

 
 

下
泉
村 

 
 
 
 

右
村
々 

用
掛
御
中 

追
而
一
昨
年
以
降
馬
代
金
不
納
之
者
共
之
内
、
于
今
会
社
へ
不
相
納
向
有
之
趣
、

昨
廿
日
香
田
氏
よ
り
被
及
談
不
都
合
ニ
候
条
、
来
ル
廿
五
日
限
り
済
方
相
成
候
様

御
注
意
有
之
度
、
此
段
申
進
候
也 

  

回
達 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

第
八
大
区
五
小
区
扱
所 

 
 
 
 

下
布
田
村
始 

本
年
県
庁
甲
第
百
四
十
号
ヲ
以
御
布
達
相
成
候
通
、
来
明
治
十
一
年
国
民
軍
籍
年
齢

相
当
之
も
の
届
書
差
出
し
方
之
義
、
本
月
廿
日
限
リ
可
差
出
筈
之
処
、
于
今
等
閑
置

調
査
差
支
候
条
、
明
廿
七
日
限
り
有
無
共
無
相
違
届
書
可
被
差
出
、
此
段
持
廻
リ
を

以
及
達
候
也 
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十
年
十
一
月
廿
六
日 

 
 
 
 

第
八
大
区
五
小
区
扱
所 

（
上
布
田 

猪
野
家 

B-

16-

6
） 

 

【
史
料
7
】
御
達
書 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

明
治
十
一
（
一
八
七
八
）
年
十
月 

 

（
竪
冊
・
表
紙
） 

     

乙
第
九
十
四
号 

 

落
花
生
ノ
効
用
タ
ル
別
紙
解
説
書
之
通
り
ニ
テ
畑
作
物
ヨ
リ
熟
成
ノ
期
頗
ル
長

シ
ト
雖
、
粗
悪
ノ
地
ニ
モ
能
ク
生
立
、
殆
一
作
ヲ
以
テ
二
納
ノ
収
利
モ
有
之
モ

ノ
ニ
付
、
開
墾
新
畑
等
ヘ
ハ
成
丈
試
作
致
シ
度
候
、
殊
ニ
該
油
ハ
鰛
魚
ノ
油
漬

ニ
適
シ
、
西
洋
人
ノ
嗜
好
ス
ル
所
ニ
シ
テ
、
往
々
一
種
有
益
ノ
輪
出
物
ト
モ
可

相
成
趣
旨
、
県
ノ
如
キ
沿
海
ノ
漁
場
鰛
魚
多
獲
ノ
地
方
ニ
於
テ
右
油
漬
ヲ
以
別

ニ
一
大
生
産
ヲ
開
キ
候
ヘ
ば
、
需
用
従
テ
広
ク
従
前
ニ
無
之
余
分
ノ
収
利
ヲ
可

見
候
、
依
而
落
花
生
ハ
管
下
ニ
於
テ
最
モ
有
益
ノ
目
的
ア
ル
モ
ノ
ニ
付
、
種
子

ヲ
購
求
有
志
之
者
へ
貸
渡
培
養
為
致
候
条
、
望
之
者
ハ
本
月
其
人
名
及
数
量
共

取
調
可
申
出
候
、
種
子
返
納
ノ
儀
ハ
収
納
ノ
上
貸
渡
シ
本
量
之
弐
割
増
ヲ
以
十

月
限
り
可
相
納
、
此
旨
趣
達
候
事 

 
 

明
治
十
一
年
四
月
三
日 

千
葉
県
令 

柴
原 

和 

 

 
 

落
花
生
試
験
ノ
効
用
解
説
書 

 

落
花
生
ハ
内
国
ニ
於
テ
未
タ
著
名
ノ
産
地
無
之
、
従
来
鹿
児
島
県
諸
島
之
海
浜

砂
畑
ニ
能
ク
蕃
殖
ス
ル
ト
雖
モ
啻
ニ
土
人
之
食
料
ト
ナ
ス
迄
ニ
テ
之
ヲ
他
ニ
販

売
ス
ル
者
ナ
ク
、
従
テ
其
効
用
ヲ
知
ル
者
少
キ
処
、
近
来
之
ヲ
試
植
シ
テ
肥
培

ノ
費
ハ
少
ク
収
穫
ノ
多
キ
ヲ
覚
ヘ
リ
、
漸
々
伝
種
各
地
栽
培
ヲ
競
フ
ノ
勢
あ
る 

ニ
至
レ
リ
、
の
う

（
マ
マ
）

ヤ
本
県
第
二
課
勧
業
試
験
場
内
ニ
於
テ
昨
年
来
試
験
ヲ
遂
タ 

ル
実
況
ヲ
報
道
シ
、
売
当
之
有
益
物
タ
ル
ヲ
知
ラ
シ
メ
、
種
子
ヲ
頒
布
シ
以
テ

一
般
ニ
之
ヲ
勧
奨
セ
ン
ト
欲
ス 

一
落
花
生
ハ
毎
年
三
月
下
旬
ヨ
リ
四
月
中
旬
迄
ヲ
播
種
ノ
季
節
ト
ナ
シ
、
播
種
シ

テ
十
四
五
日
或
ハ
廿
日
ヲ
経
テ
萌
芽
ヲ
発
シ
、
発
生
ノ
後
中
央
ノ
一
茎
僅
ニ
七

八
寸
許
擡
頭
ス
ル
ノ
ミ
ニ
テ
漸
次
四
方
ニ
蔓
延
シ
、
一
株
ノ
円
経
三
尺
余
ニ
及

ヒ
凡
四
株
ニ
シ
テ
一
坪
ノ
地
ヲ
満
面
ノ
翠
緑
ト
ナ
ラ
シ
メ
無
数
之
花
蕊
ヲ
地
中

ニ
挿
入
シ
テ
実
ヲ
結
フ
、
是
レ
落
花
生
ノ
名
ヲ
得
ル
所
以
ナ
リ
、
故
ニ
夏
季
土

用
後
ニ
至
リ
四
方
ニ
延
ル
ノ
蔓
條
下
垂
、
恰
モ
柱
ヲ
施
ル
カ
如
ク
容
易
ニ
之
ヲ

揺
ス
可
カ
ラ
ス
、
最
モ
能
ク
暴
風
雨
ニ
耐
ル
モ
ノ
ト
ス
、
肥
料
ハ
播
種
ノ
節
灰

糖
或
者
堆
糞
ノ
類
ヲ
施
ス
ノ
ミ
ニ
其
余
者
蔓
絛
ノ
繁
延
ス
ル
ニ
従
ヒ
時
々
土
壌

ヲ
和
ラ
ケ
、
花
蕊
ヲ
シ
テ
地
ニ
入
易
ス
カ
ラ
シ
メ
、
草
根
ヲ
除
ク
ノ
外
敢
テ
多

分
ノ
手
数
ヲ
要
セ
ス
、
十
月
頃
ニ
至
り
一
二
度
ノ
降
霜
ヲ
経
テ
直
ニ
之
ヲ
掘
り

揚
ケ
、
蔓
絛
ノ
一
々
之
ヲ
干
竿
ニ
掛
テ
乾
燥
シ
、
然
ル
後
ニ
豆
実
ヲ
取
収
ム
、

収
穫
ハ
土
地
ニ
由
リ
相
違
ア
リ
ト
雖
モ
凡
一
株
ノ 

莢
実
七
八
合
ヨ
リ
一
升
二

三
合
ニ
及
フ
モ
ノ
ニ
付
、
平
均
九
合
ト
シ
テ
壱
反
歩
ノ
収
額
拾
石
八
斗
ト
ス
、

供
用
［
食
用
カ
］
ハ
烹
煎
倶
ニ
佳
味
ト
雖
モ
、
其
需
用
ノ
広
キ
ハ
油
ヲ
製
ス
ル

ニ
如
ク
ハ
ナ
シ
、
各
［
右
カ
］
莢
実
一
石
ノ
正
豆
弐
斗
五
升
ヨ
リ
精
油
凡
五
升

明
治
十
一
年 

 

御
布
達
書 

 
 

四
月
五
日 
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ヲ
得
ル
、
之
ヲ
点
灯
ニ
用
レ
ハ
菜
油
ニ
比
シ
消
燼
シ
易
シ
ト
雖
モ
、
食
油
ト
ナ

セ
ハ
色
味
倶
ニ
胡
麻
油
ノ
上
ニ
出
ツ
、
最
モ
魚
漬
ニ
適
し
、
又
其
質
希
薄
ニ
シ

テ
粘
着
セ
サ
ル
ヲ
以
、
之
ヲ
百
般
ノ
器
械
ニ
施
シ
車
輪
運
転
ノ
速
ヲ
助
ク
ル
ホ

ル
ト
油
ノ
代
用
ヲ
ナ
ス
ヘ
シ
、
搾
糟
ヲ
以
テ
菓
子
ヲ
製
ス
ヘ
シ
ト
聞
ク
、
之
ヲ

炮
蒸
粉
細
シ
ラ
黄
ナ
粉
ノ
代
用
ト
ナ
シ
、
或
ハ
「
コ
ー
ヒ
イ
」
ト
ナ
ス
ニ
頗
フ

ル
佳
味
ト
ス
、
亦
一
種
ノ
好
食
料
ト
ナ
ス
、
決
シ
テ
之
ヲ
肥
糞
ノ
ミ
ニ
附
ス
可

カ
ラ
ス
、
是
レ
全
ク
算
別
ノ
余
利
ナ
リ
、
油
ノ
代
価
ハ
其
効
用
ヲ
以
テ
之
ヲ
菜

油
ト
比
校
ス
レ
ハ
上
ル
ト
雖
モ
下
ル
ノ
理
ナ
シ
、
蓋
シ
壱
反
歩
ニ
付
捨
五
円
内

外
ノ
収
金
ア
ル
ヘ
シ
、
地
味
ヲ
択
ハ
ス
労
費
ヲ
省
キ
此
如
キ
ノ
効
益
ア
リ
、
豈

貴
重
ス
ヘ
キ
ノ
植
物
ナ
ラ
ス
ヤ
、
然
ル
ニ
此
物
尤
モ
鳥
鼠
ノ
好
ム
所
ヲ
以
テ
播

種
シ
テ
未
萌
芽
セ
サ
ル
ノ
間
、
苟
モ
予
防
ヲ
怠
ル
レ
ハ
全
ク
食
ヒ
尽
サ
ル
ニ
至

ル
、
是
ヲ
以
テ
一
坪
四
粒
蒔
ヲ
適
度
ト
ス
ト
雖
モ
往
々
鳥
鼠
ノ
害
ヲ
受
ケ
発
生

セ
サ
ル
ヲ
以
テ
六
粒
蒔
ヲ
ヨ
シ
ト
ス
、
亦
是
ヲ
防
ク
ノ
方
法
ハ
栗
毬
ヲ
以
テ
種

子
ヲ
周
囲
シ
置
ヲ
ヨ
シ
ト
ス
、
或
ハ
別
ニ
苗
床
ヲ
設
ケ
テ
種
苗
ヲ
仕
立
置
キ
、

欠
地
へ
添
植
ル
モ
又
ヨ
ロ
シ
、
其
他
之
ヲ
試
作
ス
ル
モ
ノ
自
得
シ
テ
発
明
ス
ル

所
ア
ル
ヘ
シ
、
各
［
右
カ
］
鳥
鼠
ノ
害
ヲ
防
ク
ト
、
二
度
以
上
ノ
降
霜
ヲ
受
ケ

サ
ル
以
前
ニ
収
納
ス
ル
ハ
、
該
物
ヲ
作
置
ス
ル
最
モ
要
旨
ト
ス
、
宜
ク
注
意
ス

ヘ
シ 

 
 

明
治
十
一
年
四
月 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

千
葉
県 

 

回
章 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

小
間
子
牧
世
話
人 

 
 
 
 

植
草
村
始 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

山
本
治
左
衛
門 

小
間
子
牧
犬
防
□
鑑
札
之
義
、
去
ル
明
治
八
年
三
月
中
各
村
犬
防
人
へ
下
附
致
置

候
處
、
中
ニ
ハ
人
名
相
換
り
候
向
モ
有
之
哉
ニ
付
、
今
回
鑑
札
引
替
相
渡
可
申
候

間
、
明
後
五
日
各
村
用
掛
中
印
形
及
ヒ
前
相
渡
置
候
鑑
札
御
持
参
、
拙
宅
江
御
出

頭
可
被
成
候
、
回
章
至
急
刻
附
ヲ
以
順
達
留
り
ヨ
リ
其
節
御
返
戻
有
之
度
、
此
段

申
進
候
也 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

小
間
子
牧
世
話
人 

 
 

十
一
年
五
月
三
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

山
本
治
左
衛
門 

植
草
村 

 

上
布
田
村 

 

下
布
田
村 

 

雨
坪
村 

 

武
勝
村 

 

木
原
村 

吉
田
村 

 

吉
倉
村 

 
 

勢
田
村 

 
 

大
谷
流
村 

用
草
村 

 

根
古
屋
村 

宮
内
村 

 

七
曲
村 

 
 

岡
田
村 

 
 

上
泉
村 

 
 

右
村
々
用
掛
御
中 

追
而
各
村
順
能
御
順
達
有
之
度
、
此
段
御
依
頼
お
よ
ひ
候
也 

 

小
間
子
牧
附
村
々 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

同
牧
世
話
人 

 
 

回
章 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

山
本
治
左
衛
門 

 

刻
附 

 
 
 

極
楽
寺
村
始 

小
間
子
牧
字
瀧
台
捕
込
之
義
、
場
所
不
宜
ニ
付
毎
々
追
込
之
節
差
閊
候
ニ
付
、
会

社
へ
昭
議
之
上
び
ん
だ
ら
ひ
土
手
中
央
へ
位
置
相
定
新
築
致
度
候
条
、
用
掛
中
人

足
召
連
縄
張
竹
等
用
意
、
来
ル
廿
六
日
午
前
第
七
時
揃
ひ
瀧
台
会
社
へ
刻
限
区
々

不
相
成
様
御
出
張
有
之
度
、
此
段
廻
章
を
以
申
進
候
也 

 
 

十
一
年
五
月
廿
三
日
午
前
第
九
時 

 
 
 
 

小
間
子
牧
世
話
人 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

山
本
治
左
衛
門 

 

附
言
本
文
捕
込
新
築
ニ
就
而
ハ
会
社
ヨ
リ
賃
金
之
内
央
ハ
出
金
候
筈
談
判
致
置

候
条
、
御
含
迄
申
副
候
也 

 
 

極
楽
寺
村 

 

上
布
田
村 

 

植
草
村 

 

瀧
沢
村 

 

三
ケ
尻
村 

 
松
之
郷
村 

 

油
井
村 

 
 

瀧
村 

 
 

丹
尾
村 

 

山
田
村 

 

中
野
村 

 
 

冨
田
村 

 
 

上
砂
子
村 

下
砂
子
村 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

右
村
々
用
掛
御
中 
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追
而
至
急
刻
附
を
以
御
順
達
回
止
ヨ
リ
野
先
へ
返
戻
有
之
候
也 

外
壱
通
村
々 

下
市
田
村 

 

雨
坪
村 

 

武
勝
村 

 

木
原
村 

 

吉
田
村 

 

吉
倉
村 

勢
田
村 

 
 

用
草
村 

 

大
谷
流
村 

小
谷
流
村 

稲
葉
村 

 

根
古
谷
村 

岡
田
村 

 
 

七
曲
村 

 

西
御
門
村 

宮
内
村 

 

飯
塚
村 

 

内
田
村 

下
泉
村 

 
 

上
泉
村 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

右
村
々
用
掛
御
中 

（
上
布
田 

猪
野
家 

B-

16-

7
）  

【
史
料
8
】
予
算
議
案
説
明
書
并
ニ
決
議
案
（
竪
冊
） 

明
治
十
五
（
一
八
八
二
）
年
一
月  

予
算
議
案
説
明
書
并
ニ
決
議
案 

上
布
田
村 

下
布
田
村 

武
勝
村 

極
楽
寺
村 

滝
沢
村 

 

雨
坪
村 

植
草
村 

 

酒
造
村 

 

三
ヶ
尻
村 

 
 
 
 
 

第
一
章 

総
則 

第
一
条 

本
会
ハ
左
ニ
掲
タ
ル
各
欵
ヲ
議
定
ス 

 

第
一
欵 

当
小
学
区
内
ニ
係
ル
経
費
ヲ
以
テ
支
弁
ス
ヘ
キ
事
業
ヲ
起
廃
シ
或
ハ

之
ヲ
伸
縮
ス
ル
コ
ト 

 

第
二
欵 

当
小
学
区
内
従
前
ノ
学
資
金
及
ヒ
寄
附
シ
タ
ル
田
畑
山
林
等
ヲ
更
ニ 

取
消
シ
増
減
ス
ル
ノ
方
法
ヲ
設
タ
ル

（

マ

マ

）

コ
ト 

 

第
三
欵 

当
小
学
区
内
ニ
係
ル
経
費
ヲ
予
算
シ
及
其
課
賦
方
ヲ
設
ケ
学
校
ヲ
維

持
ス
ル
コ
ト 

第
四
欵 

当
小
学
区
内
共
同
ノ
名
義
ヲ
以
テ
土
地
家
屋
金
穀
借
入
ル
ヽ
コ
ト 

第
二
条 

本
会
ノ
儀
案
ハ
戸
長
学
務
委
員
協
議
ノ
上
戸
長
ヨ
リ
之
ヲ
発
ス 

第
三
条 

本
会
ニ
於
テ
第
一
条
ニ
掲
ク
ル
各
欵
ノ
事
件
ニ
付
議
員
ヨ
リ
意
見
書
ヲ

出
ス
ト
キ
ハ
戸
長
之
ヲ
取
捨
シ
当
ニ
議
ス
ヘ
キ
意
見
ト
認
タ
ル
ニ
於
テ
ハ
直
ニ

之
ヲ
会
議
ノ
議
案
ト
ナ
ス
ベ
シ 

 
 

但
意
見
書
ヲ
出
ス
ハ
少
ナ
ク
モ
開
会
ヨ
リ
五
日
以
前
タ
ル
ベ
シ 

第
四
条 

本
会
ノ
議
決
ハ
戸
長
ヨ
リ
郡
長
ニ
報
告
シ
客
年
（
十
一
月
十
五
日
）
県
庁

乙
第
百
九
十
七
号
御
達
ニ
依
リ
施
行
ス
ル
モ
ノ
ト
ス 

第
五
条 

本
会
議
員
ノ
中
連
合
村
利
害
ニ
関
ス
ル
事
件
ニ
付
県
令
ニ
建
議
セ
ン
ト

ス
ル
者
ア
レ
バ
議
長
ノ
許
可
ヲ
得
テ
之
ヲ
会
議
ニ
附
シ
過
半
数
ノ
同
議
ヲ
得
タ

ル
ト
キ
ハ
本
会
ノ
名
義
ヲ
以
テ
建
議
ス
ル
コ
ト
ヲ
得 

第
六
条 

本
会
ハ
議
事
ノ
細
則
ヲ
議
定
シ
戸
長
ノ
認
可
ヲ
得
テ
之
ヲ
施
行
ス
ヘ
シ 

 
 
 
 
 

第
二
章 

第
七
条 

本
会
ノ
議
員
ハ
連
合
各
村
議
員
中
ヨ
リ
四
分
ノ
一
ヲ
出
ス 

第
八
条 

議
長
副
議
長
ハ
議
員
中
ヨ
リ
公
撰
シ
戸
長
ニ
報
告
ス
ヘ
シ 

第
九
条 

議
長
副
議
長
及
議
員
ハ
俸
給
ナ
シ
書
記
ハ
議
長
之
ヲ
撰
シ
庶
務
ヲ
整
理

セ
シ
ム
其
俸
給
ハ
会
費
ノ
中
ヨ
リ
支
給
ス 

 
 
 
 
 

第
三
章 

第
十
条 

議
員
半
数
以
上
出
席
セ
サ
レ
バ
当
日
ノ
会
議
ヲ
開
ク
ヲ
得
ス 

第
十
一
条 

会
議
ハ
過
半
数
ニ
依
テ
決
ス
可
否
同
数
ナ
ル
ト
キ
ハ
議
長
ノ
決
ス
ル

所
ニ
依
ル 

第
十
二
条 

戸
長
若
ク
ハ
其
代
理
人
及
ヒ
学
務
委
員
ハ
会
議
ニ
於
テ
議
案
ノ
旨
趣

ヲ
弁
明
ス
ル
ヲ
得
ル
ト
雖
モ
決
議
ノ
数
ニ
入
ル
ヽ
コ
ト
ヲ
得
ス 

 
 

但
第
三
条
ニ
掲
ク
ル
議
案
ノ
旨
趣
ハ
意
見
書
ヲ
出
セ
ル
議
員
之
ヲ
弁
明
ス
ル
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コ
ト
ヲ
得 

第
十
三
条 

会
議
ハ
傍
聴
ヲ
許
ス 

 

但
シ
戸
長
ノ
要
ニ
依
リ
又
ハ
議
長
ノ
意
見
ヲ
以
テ
傍
聴
ヲ
ス
ル
コ
ト
ヲ
得 

第
十
四
条 
議
員
ハ
会
議
ニ
方
リ
充
分
討
論
ノ
権
ヲ
有
ス
然
レ
ト
モ
人
身
上
ニ
付

テ
褒
貶
毀
誉
ニ
渉
ル
コ
ト
ヲ
得
ス 

第
十
五
条 

議
場
ヲ
整
理
ス
ル
ハ
議
長
ノ
職
掌
ト
ス
若
シ
規
則
ニ
背
キ
議
長
之
ヲ

制
止
シ
テ
其
命
ニ
順
ハ
サ
ル
者
ア
ル
ト
キ
ハ
議
長
ハ
之
ヲ
議
場
外
ニ
退
去
セ
シ

ム
ル
ヲ
得
其
強
暴
ニ
渉
ル
者
ハ
警
察
官
吏
ノ
処
分
ヲ
求
ム
ル
ヲ
得 

 
 
 
 
 

第
四
章 

第
十
六
条 

本
会
ハ
定
期
ナ
シ
其
開
会
ハ
戸
長
之
ヲ
命
ス
会
日
ハ
三
日
以
内
ト
ス 

 

但
シ
戸
長
ハ
会
議
ノ
衆
議
ヲ
取
リ
テ
其
日
限
ヲ
延
ル
コ
ト
得
ル
ト
雖
モ
其
事
由

ヲ
郡
長
ニ
報
ス
ヘ
シ 

第
十
七
条 

本
会
ハ
当
連
合
村
内
不
動
産
ヲ
所
有
ス
ル
者
三
分
一
以
上
ヨ
リ
開
会

ヲ
要
求
ス
ル
ト
キ
ハ
戸
長
ハ
其
開
会
ヲ
命
ズ
ベ
シ 

第
十
八
条 

本
会
ノ
開
閉
ハ
戸
長
ヨ
リ
郡
長
ニ
報
告
ス
ヘ
シ 

 

客
年
本
県
甲
第
百
四
号
ヲ
以
テ
山
辺
武
射
郡
小
学
区
御
達
相
成
候
ニ
付
当
小
学
区

上
布
田
村
外
八
ヶ
村
ノ
便
宜
ニ
随
ヒ
別
冊
之
通
リ
連
合
会
規
則
相
改
候
間
此
段
仰

御
裁
定
候
也 

 
 

明
治
十
五
年
一
月
四
日 

 
 
 
 

三
ヶ
尻
村
惣
代
人 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

山
本
万
次
郎 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

酒
蔵
村
惣
代
人 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

山
田
長
右
衛
門 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

植
草
村
惣
代
人 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

神
崎 

留
吉 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

雨
坪
村
惣
代
人 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

池
野
定
之
助 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

滝
沢
村
惣
代
人 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

太
田
玄
弘 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

極
楽
寺
村
惣
代
人 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

山
本
治
左
衛
門 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

武
勝
村
惣
代
人 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

並
木
林
左
衛
門 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

下
布
田
村
惣
代
人 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

並
木
文
四
郎 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

上
布
田
村
惣
代
人 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

猪
野
多
喜
次 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

十
五
年
十
九
日
調
印 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

滝
沢
村
外
四
ヶ
村
戸
長 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

宮
沢
覚
蔵 

 
 
 
 
 

千
葉
県
令 

船
越 

衛
殿 

 

 
 

上
布
田
村 

下
布
田
村 

武
勝
村 

山
辺
郡
第
四
番
学
区 

 

極
楽
寺
村 

滝
沢
村 

 

雨
坪
村 

 
 

連
合
会
規
則 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

植
草
村 

 

酒
造
村 

 

三
ヶ
尻
村 

 
 
 
 
 

第
一
章
総
則 

第
一
条 
本
会
ハ
当
学
区
内
教
育
上
公
共
ニ
関
ス
ル
事
件
及
ヒ
其
経
費
ノ
支
出
徴

収
方
法
ヲ
議
定
ス 
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第
二
条 

本
会
の
議
案
ハ
戸
長
学
務
委
員
協
議
ノ
上
戸
長
ヨ
リ
之
ヲ
発
ス 

第
三
条 

本
会
ニ
於
テ
第
一
条
ニ
掲
タ
ル
事
件
ニ
付
議
員
ヨ
リ
意
見
書
ヲ
出
ス
ト

キ
ハ
戸
長
ハ
学
務
委
員
協
議
ノ
上
之
ヲ
取
捨
シ
当
ニ
議
ス
ヘ
キ
意
見
ト
認
ム
ル

ニ
於
テ
ハ
直
ニ
之
ヲ
会
議
ノ
議
案
ト
為
ス
ヘ
シ 

 
 

但
意
見
書
ヲ
出
ス
ハ
少
ナ
ク
モ
開
会
ヨ
リ
五
日
以
前
タ
ル
ヘ
シ 

第
四
条 

本
会
ノ
議
決
ハ
戸
長
ヨ
リ
郡
長
ニ
報
告
シ
明
治
十
四
年
（
十
一
月
十
五
日
）

県
庁
乙
第
百
九
十
七
号
御
達
ニ
依
リ
施
行
ス
ル
モ
ノ
ト
ス 

第
五
条 

本
会
議
員
ノ
中
当
学
区
内
教
育
上
ノ
利
害
ニ
関
ス
ル
事
件
ニ
付
県
令
ニ

建
議
セ
ン
ト
ス
ル
者
ア
レ
ハ
議
長
ノ
許
可
ヲ
得
テ
之
ヲ
会
議
ニ
附
シ
過
半
数
ノ

同
議
ヲ
得
タ
ル
ト
キ
ハ
本
会
ノ
名
議
ヲ
以
テ
建
議
ス
ル
コ
ト
ヲ
得 

第
六
条 

本
会
ハ
県
令
又
ハ
郡
長
ヨ
リ
当
学
区
内
ニ
施
行
ス
ヘ
キ
教
育
上
ノ
事
件

ニ
付
会
議
ノ
意
見
ヲ
問
フ
コ
ト
ア
ル
ト
キ
ハ
之
ヲ
議
ス 

第
七
条 

本
会
ハ
議
事
ノ
細
則
ヲ
議
定
シ
戸
長
ノ
認
可
ヲ
得
テ
之
ヲ
施
行
ス
ヘ
シ 

 
 
 
 
 

第
二
章 

撰
挙 

第
八
条 

本
会
ノ
議
員
ハ
当
学
区
内
村
議
員
中
ヨ
リ
四
分
ノ
一
ヲ
出
ス 

第
九
条 

議
長
副
議
長
ハ
議
員
中
ヨ
リ
公
撰
シ
戸
長
ニ
報
告
ス
ヘ
シ 

第
十
条 

議
長
副
議
長
及
議
員
ハ
俸
給
ナ
シ
書
記
ハ
議
長
之
ヲ
撰
ミ
庶
務
ヲ
整
理

セ
シ
ム
其
俸
給
ハ
会
費
ノ
中
ヨ
リ
之
ヲ
支
給
ス 

 
 
 
 
 

第
三
章 

議
則 

第
十
一
条 

議
員
半
数
以
上
出
席
セ
サ
レ
ハ
当
日
ノ
会
議
ヲ
開
ク
コ
ト
ヲ
得
ス 

第
十
二
条 

会
議
ハ
過
半
数
ニ
依
テ
決
ス
可
否
同
数
ナ
ル
ト
キ
ハ
議
長
ノ
決
ス
ル

所
ニ
依
ル 

第
十
三
条 

戸
長
若
ク
ハ
其
代
理
人
ハ
会
議
ニ
於
テ
議
案
ノ
旨
趣
ヲ
弁
明
ス
ル
ヲ

得
ル
ト
雖
モ
決
議
ノ
数
ニ
入
ル
コ
ト
ヲ
得
ス 

 
 

但
シ
第
三
条
ニ
掲
ク
ル
議
案
ノ
旨
趣
ハ
意
見
書
ヲ
出
セ
ル
議
員
之
ヲ
弁
明
ス

ル
コ
ト
ヲ
得 

第
十
四
条 

会
議
ハ
傍
聴
ヲ
許
ス 

 

但
シ
戸
長
ノ
要
メ
ニ
依
リ
又
ハ
議
長
ノ
意
見
ヲ
以
テ
傍
聴
ヲ
禁
ス
ル
コ
ト
ヲ
得 

第
十
五
条 

議
員
ハ
会
議
ニ
方
リ
充
分
討
論
ノ
権
ヲ
有
ス
然
レ
ト
モ
人
身
上
ニ
付

テ
褒
貶
毀
誉
ニ
渉
ル
コ
ト
ヲ
得
ス 

第
十
六
条 

議
場
ヲ
整
理
ス
ル
ハ
議
長
ノ
職
掌
ト
ス
若
シ
規
則
ニ
背
キ
議
長
之
ヲ

議
場
外
ニ
退
去
セ
シ
ム
ル
ヲ
得
其
強
暴
ニ
渉
ル
者
ハ
警
察
官
吏
ノ
処
分
ヲ
求
ム

ル
ヲ
得 

 
 
 
 
 

第
四
章 

開
閉 

第
十
七
条 

本
会
ハ
定
期
ナ
シ
其
開
会
ハ
戸
長
之
ヲ
命
ス
会
日
ハ
三
日
以
内
ト
ス 

 

但
戸
長
ハ
会
議
ノ
衆
議
ヲ
取
リ
テ
其
日
限
ヲ
延
ル
コ
ト
得
ル
ト
雖
モ
其
事
由
ヲ

郡
長
ニ
報
ス
ヘ
シ 

第
十
八
条 

本
会
ハ
当
連
合
村
内
不
動
産
ヲ
所
有
ス
ル
モ
ノ
三
分
一
以
上
ヨ
リ
開

会
ヲ
要
求
ス
ル
ト
キ
ハ
戸
長
ハ
其
開
会
ヲ
命
ス
ヘ
シ 

第
十
九
条 

本
会
ノ
開
閉
ハ
戸
長
ヨ
リ
郡
長
ニ
報
告
ス
ヘ
シ 

 

山
辺
郡
第
四
番
学
区
連
合
会
議
事
細
則 

第
一
条 

会
議
ノ
始
メ
ハ
午
前
第
九
時
ニ
シ
テ
終
リ
ハ
午
後
第
四
時
ト
定
ム
然
レ

ト
モ
時
冝
ニ
依
リ
議
長
ハ
之
ヲ
伸
縮
ス
ル
ヲ
得 

第
二
条 

毎
会
ノ
始
ニ
当
リ
抽
籤
シ
テ
議
員
ノ
座
次
ヲ
定
メ
且
議
員
中
立
案
委
員

四
名
幹
事
二
名
ヲ
公
撰
ス 

第
三
条 
議
長
席
ニ
就
ク
ト
キ
ハ
議
員
及
ヒ
書
記
起
テ
礼
ヲ
ナ
ス
ヘ
シ 

第
四
条 

通
常
議
案
ノ
可
否
ハ
二
次
会
ヲ
経
テ
決
ス
ル
モ
ノ
ト
シ
左
ニ
其
順
序
ヲ
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記
ス 

 
第
一
次
会
議
長
書
記
ヲ
シ
テ
議
案
ヲ
朗
読
セ
シ
メ
シ
後
答
弁
者
ニ
向
ヒ
質
問
セ

シ
メ
総
体
論
ノ
可
否
ヲ
決
ス 

 

第
二
次
会
逐
条
審
議
シ
其
可
否
ヲ
決
ス 

第
五
条 

修
正
ヲ
要
ス
ベ
キ
議
案
ハ
委
員
ヲ
シ
テ
修
正
セ
シ
メ
副
議
長
ヲ
議
長
ト

ナ
シ
小
会
議
ヲ
開
キ
之
ヲ
決
定
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ベ
シ 

第
六
条 

議
員
発
言
セ
ン
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
第
何
番
ト
呼
ヒ
起
立
シ
議
長
之
ニ
応
ス

ル
モ
又
其
番
号
ヲ
以
テ
ス
ベ
シ
若
シ
同
時
ニ
起
立
ス
ル
モ
ノ
ア
ル
ト
キ
ハ
議
長

ノ
指
称
ニ
当
リ
シ
モ
ノ
発
言
ス
ル
ヲ
得
ヘ
シ 

第
七
条 

甲
議
員
乙
議
員
ニ
対
シ
詰
問
或
ハ
質
問
セ
ン
ト
欲
ス
ル
ト
キ
ハ
議
長
ニ

向
テ
演
説
ス
ヘ
シ
乙
亦
之
ニ
答
フ
ル
モ
議
長
ニ
向
テ
発
言
ス
ヘ
シ 

第
八
条 

議
員
自
己
ノ
説
ヲ
陳
フ
ル
ニ
所
見
書
ヲ
朗
読
シ
或
ハ
口
演
ニ
代
ユ
ル
モ

妨
ナ
シ 

第
九
条 

議
員
ハ
相
互
ニ
番
号
ヲ
称
呼
ス
ヘ
シ
直
ニ
姓
名
ヲ
指
斥
ス
可
カ
ラ
ス 

第
十
条 

一
議
員
ノ
発
論
中
ハ
総
議
員
嘿
聴
シ
テ
其
論
議
ヲ
満
場
ニ
洞
達
セ
シ
ム

ヘ
シ 

第
十
一
条 

議
長
ノ
問
ニ
答
フ
ル
カ
或
ハ
論
旨
ヲ
維
持
ス
ル
弁
明
ニ
非
サ
レ
ハ
一

会
一
事
ニ
付
キ
再
演
ス
ル
ヲ
得
ス 

第
十
二
条 

議
場
ニ
在
テ
ハ
議
事
ニ
関
係
ナ
キ
文
書
ヲ
展
観
シ
或
ハ
欠
伸
睡
眠
私

語
及
吃
煙
シ
又
ハ
叨
リ
ニ
其
席
ヲ
離
ル
ヽ
ヲ
許
サ
ス 

第
十
三
条 

凡
ソ
一
議
未
タ
了
ラ
ス
シ
テ
他
件
ニ
渉
ル
ヲ
許
サ
ズ 

第
十
四
条 

議
員
曻
退
ハ
撃
析
ヲ
以
テ
報
ス
可
シ 

第
十
五
条 

会
議
ノ
日
議
員
疾
病
等
止
ム
ヲ
得
サ
ル
事
故
ア
リ
テ
欠
席
ノ
節
ハ
其

事
故
并
委
托
議
員
ノ
姓
名
ヲ
記
シ
タ
ル
届
書
ヲ
議
長
ニ
差
出
ス
ヘ
シ 

 
 

但
委
托
セ
サ
ル
ヽ
議
員
ハ
一
員
ニ
テ
二
員
ノ
委
托
ヲ
受
ク
ヘ
カ
ラ
ス 

  
 
 
 
 

学
区
制
定
ニ
付
議
問 

昨
十
四
年
本
県
甲
第
百
四
号
ヲ
以
当
郡
学
区
相
定
メ
ラ
レ
候
ニ
付
学
事
ニ
関
シ
至

急
ヲ
要
ス
ル
事
件
不
少
候
先
以
制
定
セ
ラ
レ
タ
ル
当
学
区
ノ
儀
ニ
付
支
障
ハ
無
之

哉
各
員
意
見
ヲ
陳
述
答
議
ア
ラ
ン
コ
ト
ヲ
望
ム 

  
 
 
 
 

上
布
田
村
外
八
ヶ
村
議
事
細
則 

 

明
治
十
七
年
九
月 

 
 
 
 

町
村
会
議
事
細
則 

 
 
 
 
 

第
一
章 

議
場
整
理 

第
一
条 

議
事
ハ
午
前
第
九
時
ニ
始
リ
午
後
四
時
ニ
終
ル
、
時
宜
ニ
ヨ
リ
議
長
之
レ

ヲ
伸
縮
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ヘ
シ 

第
二
条 

議
員
ノ
席
次
ハ
毎
会
抽
籤
ヲ
以
テ
之
ヲ
定
ム
ヘ
シ 

第
三
条 

議
事
中
ハ
議
長
ノ
氏
名
ヲ
呼
ハ
ス
シ
テ
議
長
ト
呼
フ
ヘ
ク
、
又
議
長
議
員

ヲ
呼
ヒ
、
議
員
相
呼
フ
ハ
其
席
次
ノ
番
号
ヲ
用
フ
ヘ
シ 

 
 
 
 
 

第
二
章 

議
案
並
修
正
案 

第
四
条 

議
案
及
ヒ
報
告
書
ハ
議
長
之
レ
ヲ
議
員
ニ
頒
付
ス
ヘ
シ 

第
五
条 

修
正
説
ハ
第
二
次
会
及
ヒ
第
三
次
会
ニ
於
テ
之
ヲ
提
出
ス
ル
コ
ト
ヲ
得 

第
六
条 

修
正
説
ヲ
提
出
セ
ン
ト
欲
ス
ル
者
ハ
録
シ
テ
文
案
ト
ナ
シ
、
之
ヲ
議
長
ニ

又
議
場
ニ
於
テ
陳
述
ス
ル
コ
ト
ヲ
得 

 
 
 
 
 

第
三
章 

議
事 

第
七
条 
議
事
ヲ
開
ク
ト
キ
ハ
議
長
書
記
ヲ
シ
テ
議
案
ヲ
誦
読
セ
シ
ム
ヘ
シ 

第
八
条 

議
案
ノ
旨
趣
ニ
付
弁
明
ヲ
要
ス
ル
事
ア
ラ
ハ 
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第
一
次
会
ノ
始
メ
ニ
於
テ
之
ヲ
質
問
ス
ヘ
シ 

 
 

但
審
議
中
ト
雖
ト
モ
疑
義
ア
ル
ト
キ
ハ
其
一
部
ニ
付
質
問
ス
ル
コ
ト
ヲ
得 

第
九
条 

議
長
ノ
意
見
若
ク
ハ
議
員
二
名
以
上
ノ
請
求
ニ
依
リ
条
項
ヲ
分
合
シ
又

ハ
其
順
序
ニ
拘
ハ
ラ
ス
シ
テ
討
議
セ
ン
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
議
長
之
ヲ
決
シ
、
会
議
ノ

決
ヲ
取
ル
ヘ
シ 

第
十
条 

議
事
ハ
第
一
次
第
二
次
第
三
次
ノ
三
会
ヲ
区
別
ス 

第
十
一
条 

第
一
次
会
ニ
於
テ
ハ
議
題
ノ
大
意
ヲ
議
シ
、
其
可
否
ヲ
決
ス 

第
十
二
条 

第
二
次
会
ニ
於
テ
ハ
議
案
ヲ
逐
条
審
議
シ
、
逐
次
其
可
否
ヲ
決
ス 

 

但
シ
議
場
数
派
ニ
渉
リ
可
否
過
半
数
ヲ
得
サ
ル
ガ
為
メ
其
条
節
消
滅
シ
テ
支
障

ア
リ
ト
認
ム
ル
ト
キ
ハ
委
員
ヲ
撰
ヒ
之
ヲ
修
正
シ
再
議
ノ
後
第
三
次
会
ヲ
開
ク

ベ
シ
、
又
議
決
セ
シ
条
節
ト
雖
ト
モ
整
理
ヲ
要
ス
ル
ト
キ
ハ
委
員
ニ
附
シ
其
報
告

ヲ
待
テ
第
三
次
会
ヲ
開
ク
コ
ト
ヲ
得 

第
十
三
条 

第
三
次
会
ニ
於
テ
ハ
全
案
ニ
就
テ
議
決
ス
ヘ
シ 

第
十
四
条 

凡
動
議
ハ
賛
成
者
ナ
キ
モ
ノ
ハ
会
議
ノ
問
題
ト
ナ
ス
コ
ト
ヲ
得
ス 

 
 
 
 
 

第
四
章 

発
言 

第
拾
五
条 

発
言
セ
ン
ト
欲
シ
ル

（

ス

）

モ
ノ
ハ
議
長
何
番
ト
呼
ヒ
、
議
長
ハ
其
議
員
ノ 

番
号
ヲ
呼
フ
ヘ
シ
、
若
同
時
ニ
弐
名
以
上
発
言
セ
ン
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
議
長
其
壱
名

ヲ
シ
テ
発
言
セ
シ
ム
、
討
論
問
答
ト
雖
ト
モ
必
ス
議
長
ニ
向
テ
之
ヲ
ナ
ス
ヘ
シ 

第
十
六
条 

一
議
題
未
タ
決
シ
了
ラ
サ
ル
ニ
他
ノ
議
題
ニ
付
テ
発
言
ス
ル
ヲ
得
ス 

第
拾
七
条 

第
三
次
会
ニ
於
テ
ハ
一
議
題
ニ
付
一
議
員
発
言
、
二
回
ニ
超
ル
コ
ト
ヲ

得
ス 

 
 
 
 
 

第
五
章 

決
議 

第
十
八
条 

出
席
ノ
議
員
ハ
可
否
ノ
数
ニ
入
ラ
（
サ
）
ル
コ
ト
ヲ
得
ス 

第
十
九
条 

可
否
ヲ
表
ス
ル
ノ
法
ハ
議
員
ノ
意
見
ニ
依
リ
起
立
又
ハ
投
票
ヲ
以
テ

ス 

第
二
十
条 

動
議
ハ
原
案
ニ
先
キ
テ
可
否
ヲ
決
ス
ヘ
シ
、
其
数
多
キ
ト
キ
ハ
先
第
一

動
議
ノ
決
ヲ
取
リ
同
意
ノ
者
少
数
ナ
レ
ハ
之
ヲ
消
滅
シ
、
順
次
動
議
ノ
決
ヲ
取
リ
、

仍
ホ
決
定
ニ
至
ラ
サ
レ
ハ
即
チ
原
案
ニ
就
テ
可
否
ヲ
決
ス
ヘ
シ 

第
二
十
一
条 

議
長
ノ
意
見
若
ク
ハ
議
員
二
名
以
上
ノ
請
求
ニ
因
リ
条
節
ヲ
分
疏

シ
テ
可
否
ヲ
決
セ
ン
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
議
長
是
ヲ
決
ス
、
或
ハ
会
議
ノ
決
ヲ
取
ル
ヘ

シ 

第
二
十
二
条 

可
否
ノ
数
ハ
書
記
之
ヲ
検
査
シ
其
決
定
ハ
議
長
之
ヲ
陳
告
ス 

 
 
 
 
 

第
六
章 

委
員 

第
二
十
三
条 

委
員
ハ
議
員
中
ニ
於
テ
議
長
之
ヲ
命
シ
、
又
ハ
議
員
ヲ
シ
テ
之
撰
挙

セ
シ
ム
ヘ
シ 

第
二
拾
四
条 

委
員
ハ
其
附
托
セ
ラ
レ
タ
ル
全
案
ヲ
取
捨
シ
或
ハ
之
レ
ヲ
改
竄
ス

ル
コ
ト
ヲ
得
、
其
意
見
ハ
委
員
ノ
多
数
ニ
依
リ
テ
之
ヲ
決
ス
ヘ
シ 

 
 

但
第
十
二
条
但
書
後
段
ノ
場
合
ニ
於
テ
ハ
条
節
ヲ
転
置
シ
字
句
ヲ
修
整
シ
缺

定
ヲ
補
ヲ
是
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
ト
雖
ト
モ
其
議
決
セ
ル
条
節
ノ
意
義
ヲ
変
更

ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス 

 
 
 
 
 

第
七
章 

雑
則 

第
廿
五
条 

議
事
中
ハ
議
員
相
私
語
シ
其
他
議
事
ヲ
妨
ク
ル
ノ
挙
動
ヲ
爲
ス
ヘ
カ

ラ
ス 

第
廿
六
条 

議
事
中
ハ
漫
リ
ニ
議
場
ヲ
退
ク
コ
ト
ヲ
得
ス 

第
廿
七
条 

議
員
欠
席
ス
ル
ト
キ
ハ
其
事
由
ヲ
議
長
ニ
届
出
ツ
ヘ
シ 

第
廿
八
条 
此
細
則
ハ
連
合
町
村
会
及
水
利
村
土
会
ニ
モ
適
用
ス 

（
上
布
田 

猪
野
家 

A-

15-

5
） 
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【
史
料
9
】
上
布
田
村
組
合
并
ニ
規
約
表
決
議
之
控 

 

明
治
十
八
（
一
八
八
五
）
年
八
月  

（
竪
冊
・
表
紙
） 

      
 

山
辺
郡
上
布
田
村
下
布
田
村
極
楽
寺
村
三
ヶ
尻
村 

酒
蔵
村
滝
沢
村
植
草
村
雨
坪
村
武
勝
村 

第
一
条 

組
合
ハ
毎
町
村
便
宜
地
区
ヲ
分
画
シ
大
率
十
五
戸
内
外
ヲ
一
組
ト
ナ
ス

ヘ
シ 

 
 

但
寄
留
人
ト
雖
ト
モ
一
竃
ヲ
占
ム
ル
モ
ノ
ハ
其
寄
留
地
ノ
組
内
ニ
組
入
ル
ヽ

モ
ノ
ト
ス 

第
二
条 

組
合
内
ハ
左
ノ
事
項
ヲ
確
守
履
行
ス
ヘ
シ 

 

第
一
項 

組
合
内
ハ
一
家
族
ノ
如
ク
悃
切
ニ
親
睦
ス
ル
ヲ
以
テ
旨
ト
ス 

 

第
二
項 

組
合
内
ハ
吉
凶
相
問
ヒ
艱
難
相
助
ケ
遊
惰
放
万
家
内
不
睦
又
ハ
諸
税

其
他
公
私
共
ニ
要
ス
ル
費
用
ヲ
怠
納
ス
ル
モ
ノ
及
無
益
ノ
奢
侈
ヲ
ナ
シ
自

然
組
合
中
ノ
風
儀
ヲ
紊
ス
モ
ノ
ア
ラ
ハ
互
ニ
教
誡
ヲ
加
フ 

 

第
三
項 

組
合
内
ハ
常
ニ
衛
生
ニ
注
意
ス
ヘ
キ
ハ
勿
論
就
中
悪
疫
流
行
等
ノ
節

ハ
毎
戸
務
メ
テ
清
潔
ヲ
旨
ト
シ
、
倘
シ
該
病
ニ
罹
リ
モ
ノ
ア
ル
ト
キ
ハ
速
ニ

衛
生
委
員
ニ
届
出
、
苟
モ
病
者
ヲ
陰
蔽
シ
予
防
消
毒
方
法
ヲ
怠
ル
等
ノ
コ
ト

ナ
カ
ラ
シ
ム 

 

第
四
項 

組
合
内
ニ
出
生
死
亡
失
踪
逃
亡
又
ハ
転
籍
寄
留
或
隠
居
相
続
縁
組
等

凡
ソ
人
事
及
戸
籍
ニ
関
シ
願
届
ヲ
要
ス
ル
モ
ノ
ア
ル
ト
キ
ハ
速
ニ
其
手
続

ヲ
ナ
サ
シ
ム 

 

第
五
項 

組
合
内
戸
主
ノ
死
亡
シ
タ
ル
モ
ノ
ア
ル
ト
キ
ハ
速
ニ
相
続
人
ヲ
定
メ

シ
メ
其
遺
産
中
土
地
ア
ル
モ
ノ
ハ
六
カ
月
以
内
ニ
地
券
証
印
願
ヲ
差
出
サ

シ
メ
違
犯
者
ナ
カ
ラ
ン
コ
ト
ヲ
要
ス 

 

第
六
項 

組
合
内
ニ
賦
難
ニ
遭
ヒ
タ
ル
モ
ノ
ア
ル
ト
キ
ハ
速
ニ
届
書
ヲ
作
ラ
セ

警
察
署
若
ク
ハ
分
署
ヘ
差
出
サ
シ
ム 

 

第
七
項 

組
合
内
ニ
爭
闘
其
他
ノ
事
故
ニ
ヨ
リ
変
死
又
ハ
負
傷
シ
タ
ル
モ
ノ
ア

ル
ト
キ
ハ
速
ニ
戸
長
役
場
エ
届
出
検
証
若
ク
ハ
検
視
ヲ
受
ク
ル
手
続
ヲ
ナ

サ
シ
ム 

 

第
八
項 

組
合
内
ニ
官
庁
ヨ
リ
召
換
ヲ
受
ケ
タ
ル
モ
ノ
ア
ル
ト
キ
ハ
其
日
限
ニ

必
ス
出
頭
セ
シ
ム 

 
 
 

但
正
当
事
故
ニ
テ
出
頭
ス
ル
能
ハ
サ
ル
モ
ノ
ハ
代
人
ヲ
差
出
サ
シ
ム
ル
欤

若
ク
ハ
出
頭
ノ
猶
予
ヲ
願
出
サ
シ
ム
ヘ
シ 

 

第
九
項 

教
育
ハ
国
本
盛
衰
ニ
関
ス
ル
モ
ノ
ナ
ル
ヲ
以
テ
組
合
内
学
令
児
童
ニ

シ
テ
就
学
セ
サ
ル
モ
ノ
ア
ル
ト
キ
ハ
其
父
兄
ヲ
諭
シ
又
ハ
其
方
法
ヲ
謀
リ

務
メ
テ
就
学
セ
シ
ム
ル
モ
ノ
ト
ス 

 

第
十
項 

組
合
内
ハ
互
ニ
勧
誘
シ
テ
製
産
物
ノ
改
良
増
進
ヲ
図
ル
ヘ
シ 

 
第
十
一
項 

兵
役
ハ
国
民
ノ
義
務
ナ
ル
ヲ
以
テ
苟
モ
畏
懼
規
避
ス
ル
ノ
念
ヲ
有

セ
ス
成
規
ヲ
恪
守
シ
其
届
出
等
ヲ
誤
ラ
シ
メ
サ
ル
ヲ
要
ス 

第
三
条 
一
組
ニ
正
副
組
長
各
一
名
ヲ
置
ク
モ
ノ
ト
ス 

第
四
条 

毎
村
ニ
捴
代
人
一
名
ヲ
置
ク
モ
ノ
ト
ス 

 
 

明
治
十
八
年
八
月
ヨ
リ 

 

上
布
田
村
組
合
并
ニ
規
約
表 

 

決
議
之
控 

組
合 
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第
五
条 

捴
代
人
ハ
其
村
内
組
長
ハ
其
組
合
内
ノ
投
票
ヲ
以
テ
撰
定
ス
、
其
任
期
ハ

満
二
ケ
年
ト
シ
満
期
再
撰
ス
ル
コ
ト
ヲ
得 

 

但
任
期
内
ト
雖
モ
不
正
ノ
所
為
ア
ル
欤
若
ク
ハ
撰
挙
者
過
半
数
ノ
同
意
ニ
出
テ

タ
ル
ト
キ
ハ
改
撰
ス
ル
コ
ト
ア
ル
可
シ 

第
六
条 

投
票
ハ
戸
長
ニ
於
管
理
シ
当
撰
者
ヘ
ハ
当
撰
状
ヲ
付
与
ス
ヘ
シ 

第
七
条 

捴
代
人
并
ニ
組
長
手
当
金
有
無
其
額
ハ
村
内
ノ
協
議
ニ
依
ル 

第
八
条 

捴
代
人
ハ
其
村
各
人
ノ
捴
代
ト
ナ
リ
村
内
協
議
ニ
係
ル
事
件
ハ
勿
論
其

他
戸
長
ノ
協
示
ヲ
受
ケ
諸
事
ヲ
処
弁
ス
ル
モ
ノ
ト
ス 

第
九
条 

捴
代
人
ハ
布
告
布
達
告
示
等
ヲ
戸
長
役
場
ニ
受
ケ
之
ヲ
各
組
長
ニ
順
達

シ
組
合
内
毎
戸
ニ
便
宜
周
知
セ
シ
ム
ル
モ
ノ
ト
シ 

第
十
条 

捴
代
人
ハ
布
告
布
達
告
示
等
ノ
趣
旨
ヲ
組
長
ニ
解
説
シ
組
長
ハ
組
合
内

ヘ
懇
篤
説
示
シ
各
人
ヲ
シ
テ
会
得
遵
守
セ
シ
メ
ン
コ
ト
ヲ
要
ス 

第
十
一
条 

組
長
ハ
組
合
ト
長
ト
為
リ
第
二
条
ノ
各
項
ニ
監
督
ノ
責
ニ
任
ス
ヘ
ク

殊
ニ
安
寧
反
風
俗
等
ニ
関
ス
ル
件
ニ
就
亦
最
モ
注
意
シ
、
倘
シ
不
穏
ノ
景
況
ア
ル

ト
キ
ハ
速
ニ
其
筋
ニ
密
告
ス
ル
モ
ノ
ト
シ 

第
十
二
条 

組
長
ハ
組
合
内
ニ
非
常
ノ
災
害
（
風
水
火
震
災
）
ニ
罹
リ
タ
ル
モ
ノ
ア

ル
ト
キ
ハ
速
ニ
戸
長
ニ
具
申
ス
ヘ
シ
、
其
災
害
ニ
罹
リ
自
ラ
生
存
ス
ル
能
ハ
サ
ル

モ
ノ
ア
ル
ト
キ
ハ
救
助
ノ
意
見
ヲ
附
シ
テ
戸
長
ニ
具
申
ス
ル
モ
ノ
ト
ス 

第
十
三
条 

組
長
ハ
組
合
内
ノ
名
簿
弐
冊
ヲ
製
シ
一
冊
ハ
備
置
キ 

 

一
冊
ハ
捴
代
人
之
ニ
連
署
シ
テ
戸
長
ニ
差
出
ス 

 

但
異
動
ア
ル
ト
キ
ハ
其
時
々
加
除
ス
ヘ
シ 

右
之
通
当
連
合
法
相
設
候
事 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

山
辺
郡
上
布
田
村
外
八
ヶ
村 

 
 

明
治
十
八
年
八
月
廿
五
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

戸
長
役
場
印 

 
 

上
布
田
村
申
合
規
約
書 

第
一
条 

執
業
時
間
之
事 

 

一
、
十
月
一
日
ヨ
リ
翌
年
三
月
丗
一
日
迄
ハ
午
前
第
六
時
ヨ
リ
午
后
八
時
迄
ト 

 

ス 

 

二
、
四
月
一
日
ヨ
リ
九
月
丗
日
迄
ハ
午
前
第
五
時
ヨ
リ
午
后
七
時
迄
ト
ス 

 

三
、
前
二
項
共
休
憩
時
間
ハ
二
時
又
ハ
三
時
間
ニ
ス
、
日
ノ
長
短
ニ
ヨ
リ
便
宜
伸

縮
シ
ト
雖
休
暇
日
ヲ
除
キ
一
ケ
年
平
均
一
日
十
二
時
間
ヲ
下
ラ
サ
ル
ヲ
要

ス 

第
二
条 

 

一
、
従
前
ノ
休
暇
日
ヲ
改
正
シ
毎
月
一
日
十
五
日
及
大
祭
祝
日
鎮
守
并
ニ
祖
先
祭

典
日
ト
ス
、
其
他
ハ
妄
ニ
休
業
ス
ベ
カ
ラ
ズ 

大
祭
祝
日
及
改
正 

 
 

四
方
拝
一
月
一
日 

元
始
祭
一
月
三
日 

孝
明
天
皇
一
月
丗
日 

紀
元
節
二
月
十
一
日 

春
季
皇
霊
祭
三
月
廿
日 

神
武
天
皇
四
月
三
日 

秋
季
皇
霊
祭
九
月
二
十
三
日 

神
嘗
祭
十
月
十
七
日 

天
長
節
十
一
月
三
日 

新
嘗
祭
十
一
月
廿
三
日 

 

十
二
月
廿
九
日
ヨ
リ
翌
年
一
月
三
日
迄 

 
 
 
 
 
 
 

旧
暦
正
月
元
旦
二
日
三
日
ニ
換
ル 

 

鎮
守
祭
典
日 

旧
暦
正
月
廿
日 

六
月
十
五
日 

九
月
十
九
日 

 

祖
先
祭
典
日 

旧
暦
七
月
十
四
日
十
五
日 

 

壁
切
田
植
仕
舞
ハ
各
一
日
ツ
ヽ
ト
ス 

 
二
、
奉
謝
ハ
鎮
守
祭
典
日
旧
暦
正
月
廿
日
ヲ
以
テ 

 
 
 
 

鎮
守
道
祖
神
稲
荷
神
来
ル
十
九
年
一
緒
ニ
執
行
ス
ル
コ
ト 

 
 
 
 

但
シ
旧
暦
六
月
十
五
日
ノ
義
ハ
自
今
前
日
ノ
神
酒
相
廃
止
当
日
ノ
ミ
従
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前
ニ
ヨ
ル
コ
ト 

 
三
、
子
安
神
社
ノ
奉
謝
ハ
旧
暦
二
月
六
日
執
行
シ
前
夜
篭
リ
ト
唱
ヘ
打
寄
義
ハ
自

今
相
廃
止 

第
三
条 
冠
婚
葬
祭
ノ
事 

 

一
、
婚
姻
ハ
成
丈
ケ
節
倹
ヲ
加
ヘ
親
戚
及
前
後
両
隣
限
リ
ニ
テ
執
行
シ
無
益
ノ
奢

侈
ヲ
固
ク
禁
ス
ベ
シ 

 

二
、
従
前
紐
解
ノ
祝
賀
ス
ル
ト
キ
ハ
贈
答
致
シ
来
ル
処
、
長
次
男
女
ヲ
問
ハ
ス
以

後
ハ
贈
答
ハ
勿
論
右
祝
賀
ス
ル
等
ニ
托
シ
無
益
ノ
飲
食
ヲ
侑
ム
ル
コ
ト
ハ

一
切
之
ヲ
止
ム
、
其
他
出
産
見
舞
ノ
物
品
及
春
秋
両
度
各
自
祈
念
之
際
赤
飯

等
ノ
贈
ハ
之
亦
ム 

 

三
、
又
節
句
ト
称
シ
陰
暦
三
月
三
日
五
月
五
日
七
月
七
日
八
月
一
日
九
月
九
日
義

ハ
明
治
六
年
一
月
第
壱
号
布
告
ヲ
以
廃
止
ラ
レ
候
ニ
付
テ
ハ
確
守
ス
ベ
キ

ハ
勿
論
之
処
、
其
習
慣
今
ニ
相
止
ス
自
今
屹
度
確
守
ス
ル
コ
ト 

 
 
 

但
シ
本
文
確
守
ス
ル
ニ
付
テ
ハ
上
巳
ノ
雛
端
午
ノ
幟
七
夕
ノ
式
紙
短
冊
索

牛
等
一
切
ノ
虚
飾
イ
タ
シ
ベ
カ
ラ
ズ 

 

四
、
葬
儀
ハ
一
組
合
限
リ
執
行
シ
無
用
ノ
冗
費
ヲ
一
切
相
省
キ
執
行
中
ハ
堅
ク
禁

酒
ノ
コ
ト 

 
 
 

但
シ
組
合
限
リ
ニ
テ
人
員
不
足
ナ
ル
ト
キ
ハ
隣
組
又
ハ
村
内
ヨ
リ
依
頼
ス

ル
コ
ト 

 

五
、
左
ノ
ケ
条
ハ
以
後
断
然
相
廃
止
候
事 

 
 

一
従
前
新
霊
ア
ル
ト
キ
ハ
灯
籠
張
ト
唱
ヘ
陰
暦
七
月
七
日
打
寄
候
事 

 
 
 

但
シ
庭
中
ヘ
建
設
致
シ
来
候
高
灯
篭
ハ
自
今
建
設
セ
ザ
ル
コ
ト
、
尤
寺
院
ハ

此
限
ニ
ア
ラ
ズ 

 
 

一
旧
盆
祭
中
棚
題
目
ト
唱
ヘ
新
霊
ア
ル
内
ヘ
内
寄
候
事 

 
 
 

但
シ
寺
院
ヘ
打
寄
ル
ハ
此
限
ニ
非
ラ
ズ 

一
祖
先
其
他
年
回
執
行
之
度
自
宅
ニ
打
寄
セ
題
目
相
唱
候
事
右
固
ク
相
守
リ

常
々
冗
費
ヲ
省
キ
余
□
蓄
積
シ
苟
モ
闔
村
ノ
安
寧
ヲ
傷
リ
風
儀
ヲ
乱
ス
等

ノ
儀
決
テ
致
間
敷
候
、
依
テ
一
同
署
名
捺
印
規
約
ス
ル
処
如
件 

 
 

十
八
年
十
月 

 

第
一
弐
六
号 

勤
勉
貯
蓄
道
路
其
他
勧
業
上
之
儀
ニ
付
来
ル
廿
三
日
郡
衙
ヨ
リ
主
任
官
派
出
相
成

候
条
、
右
ニ
付
毎
村
惣
代
人
組
長
并
篤
志
之
内
両
三
名
招
集
可
相
成
旨
被
達
候
間
得

其
意
、
同
日
午
前
第
八
時
惣
代
人
其
他
共
一
同
当
役
場
江
出
頭
相
成
様
取
計
被
申
度

候
、
此
段
相
達
候
也 

 
 

明
治
十
八
年
十
一
月
廿
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

戸
長
役
場
印 

 
 
 
 
 

上
布
田
村
惣
代
人
中 

別
紙
之
通
リ
御
達
相
成
候
間
、
則
チ
御
回
達
候
条
回
尾
ヨ
リ
御
返
戻
ヲ
乞 

 
 

明
治
十
八
年
十
一
月
廿
一
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

惣
代
人 

 
 
 
 
 

正
副
組
長
御
中 

 
 
 
 
 

道
路
掛
御
中 

 

勤
勉
貯
蓄
盟
約
書 

一
勤
勉
貯
蓄
ハ
年
ノ
豊
凶
ニ
関
セ
ス
人
類
処
世
ノ
要
詇
ナ
リ
則
チ
業
務
ニ
黽
勉
シ

テ
物
産
ノ
改
良
繁
殖
ヲ
図
リ
日
需
ノ
費
用
ヲ
節
省
シ
テ
余
裕
ヲ
貯
積
シ
隣
保
相

助
ケ
各
自
ノ
安
寧
ヲ
保
有
シ
資
財
ノ
増
進
ヲ
目
的
ト
シ
左
ノ
條
項
ヲ
確
守
履
残

ス 

 
 
 
 

第
壱
章 

 
 
 
 

勤
勉 
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第
一
條 

毎
日
業
務
ニ
服
役
ス
ヘ
キ
時
限
ハ
左
ノ
如
シ 

 
 
 
 
 

但
シ
休
暇
日
ハ
之
ヲ
除
ク 

 
 
 

一
自
四
月
九
日
マ
テ
ハ
午
前
五
時
ヨ
リ
午
后
八
時
ニ
至
ル 

 
 
 

一
自
十
月
翌
年
一
月
マ
テ
ハ
午
前
六
時
ヨ
リ
午
后
六
時
ニ
至
ル 

 
 
 

一
自
二
月
三
月
迠
ハ
午
前
五
時
丗
分
ヨ
リ
午
后
六
時
丗
分
ニ
至
ル 

第
二
條 

勤
業
時
間
中
ハ
漫
ニ
吹
烟
ヲ
喫
シ
、
雑
談
ニ
耽
リ
又
ハ
職
業
ヲ
離
ル
ヽ
等

ノ
所
為
ヲ
ナ
サ
ス 

第
三
條 

休
暇
日
ハ
毎
月
一
日
十
五
日
及
大
祭
祝
日
鎮
守
并
ニ
祖
先
祭
典
日
ト
ス 

 
 
 
 

但
冠
婚
葬
祭
其
他
病
気
及
災
厄
ニ
罹
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
此
限
ニ
ア
ラ
ス 

第
四
條 

常
務
ノ
業
ニ
於
テ
若
シ
間
隙
ヲ
来
ス
カ
如
キ
コ
ト
有
ル
ト
キ
ハ
兼
業
ヲ

求
ス
徒
ラ
ニ
空
手
遊
逸
ス
ヘ
カ
ラ
ス 

 
 
 
 
 

第
二
章 

 
 
 
 

節
倹 

第
五
條 

冠
婚
葬
祭
ハ
近
隣
十
名
区
内
ヲ
以
テ
相
□
ニ
饗
応
必
ス
一
汁
一
菜
ノ
膳

部
ヲ
限 

第
六
條 

紐
解
帯
立
祝
又
ハ
念
仏
題
目
講
ト
唱
ヘ
多
人
数
ヲ
聚
集
シ
酒
宴
ヲ
開
設

ス
ル
コ
ト
ハ
一
切
之
レ
ヲ
禁
止
ス 

第
七
條 

冠
婚
葬
祭
等
ノ
節
其
席
ニ
列
シ
又
ハ
補
手
タ
ル
コ
ト
ア
ル
モ
其
儀
式
ヲ

了
ス
ル
ト
キ
ハ
直
ニ
帰
宅
ス
ベ
シ
、
伹
第
五
條
ニ
拠
リ
主
ノ
求
メ
ニ
応
シ

タ
ル
ト
キ
ト
雖
モ
長
座
雑
談
ス
ル
事
ヲ
禁
ズ 

第
八
條 

衣
服
ハ
捴
テ
綿
布
ヲ
用
ヒ
且
虚
飾
ヲ
属
ス
ル
物
品
ハ
身
ニ
着
ク
ヘ
カ
ラ

ス
、
但
必
用
ノ
物
品
ト
雖
モ
決
シ
テ
奢
侈
ニ
渉
ル
コ
ト
ヲ
禁
ス 

第
九
條 

村
内
ノ
冗
費
ヲ
来
ス
ヘ
キ
諸
興
行
事
ヲ
開
設
ス
ル
ハ
勿
論
神
仏
参
詣
ト

唱
ヘ
多
人
数
打
揃
遊
参
ス
ル
等
ノ
コ
ト
一
切
之
ヲ
禁
止
ス 

第
十
條 

諸
勧
化
物
貰
ヒ
其
他
糶
売
商
等
ノ
需
メ
ニ
応
ス
可
ラ
ス 

第
拾
二
條 

全
銀
珠
玉
細
ユ
ノ
煙
草
入
烟
管
釼
其
他
鼈
甲
櫛
笄
等
ハ
一
切
之
レ
ヲ

用
フ
ヘ
カ
ラ
ズ 

第
拾
三
條 

第
八
條
第
十
二
條
従
前
ヨ
リ
調
ヘ
ア
ル
物
品
ハ
之
レ
ヲ
使
用
ス
ル
コ

ト
ヲ
得
ヘ
シ
ト
雖
ト
モ
勿
論
新
調
ス
ル
コ
ト
ヲ
禁
ス 

第
拾
四
條 

身
分
ニ
応
セ
サ
ル
家
屋
ヲ
新
タ
ニ
構
造
シ
又
ハ
家
具
ヲ
備
置
等
ハ
一

切
之
レ
ア
ル
ヘ
カ
ラ
ズ 

第
拾
五
條 

無
謂
多
人
数
打
寄
酒
宴
ヲ
開
設
ス
ル
コ
ト
ヲ
禁
ス 

 
 
 
 
 

第
三
章 

 
 
 
 

貯
蓄 

第
十
六
條 

此
貯
蓄
ハ
応
分
ノ
力
ニ
任
ス
ヘ
シ
ト
雖
モ
予
メ
貯
金
額
ヲ
定
メ
ザ
レ

ハ
終
ニ
盟
約
ノ
効
用
ヲ
収
メ
難
キ
コ
ト
ア
ル
ヘ
キ
ヲ
以
テ
其
等
差
ヲ

立
ツ 

 
 
 
 

一
壱
等
日
掛
一
日
金
二
銭 

 
 

或
ハ
月
掛
金
六
拾
銭 

 
 
 
 

一
弐
等
日
掛
一
日
金
壱
銭
五
厘 

或
ハ
月
掛
金
四
拾
五
銭 

 
 
 
 

一
三
等
同
上
金
壱
銭 

 
 
 
 

或
ハ
月
掛
金
三
拾
銭 

 
 
 
 

一
四
等
同
上
金
五
厘 

 
 
 
 

或
ハ
月
掛
金
拾
五
銭 

 
 
 
 

一
五
等
同
上
金
三
厘
又
ハ
四
厘 

或
ハ
月
掛
金
拾
銭 

第
十
七
條 

貯
金
ハ
町
村
組
合
区
画
ニ
依
リ
委
員
一
名
ヲ
設
ケ
委
員
ハ
貯
金
台
帳

ヲ
調
製
シ
日
々
採
集
メ
タ
ル
金
員
ヲ
記
入
シ
貯
金
預
付
ケ
ニ
至
マ
テ

該
金
ヲ
保
管
ス
ヘ
シ 

第
拾
八
條 

村
内
ニ
委
員
長
一
名
副
委
員
長
一
名
ヲ
撰
挙
シ
貯
金
預
方
及
払
ヒ
戻

シ
方
等
ノ
管
理
ヲ
請
フ
ヘ
シ 

第
十
九
條 

日
々
貯
金
ノ
採
集
方
ハ
組
合
内
巡
次
之
レ
ヲ
勤
メ
其
日
其
日
ニ
組
合

委
員
ヘ
交
付
ス
ヘ
シ 

第
廿
條 

貯
金
ハ
駅
逓
貯
金
預
所
ヘ
預
ケ
付
ヲ
ナ
ス
モ
ノ
ト
ス 
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第
廿
一
條 

貯
金
通
牒
ハ
各
自
ノ
名
前
ニ
シ
テ
委
員
長
之
レ
ヲ
保
管
ス
ヘ
シ 

第
廿
二
條 

委
員
長
副
委
員
長
委
員
ハ
渾
テ
無
給
ト
ス
、
但
シ
委
員
長
不
在
又
ハ
事

故
ア
ル
ト
キ
ハ
副
委
員
長
之
レ
ヲ
代
フ 

第
廿
三
條 
貯
蓄
ノ
等
級
ヲ
昇
等
セ
シ
ト
欲
ス
ル
ト
キ
ハ
委
員
ニ
申
告
シ
台
帳
ノ

変
更
ヲ
求
ム
ヘ
シ 

第
廿
四
條 

貯
蓄
ノ
等
級
ヲ
維
持
シ
難
キ
ト
キ
又
ハ
不
時
ノ
災
厄
ニ
遭
遇
シ
貯
蓄

シ
能
ハ
サ
ル
ト
キ
ハ
隣
保
若
ク
ハ
親
戚
ノ
保
証
ヲ
得
テ
其
旨
委
員
ヲ

経
委
員
長
ヘ
申
出
台
帳
等
級
ノ
変
更
及
貯
金
ノ
猶
予
ヲ
求
ム
ベ
シ 

第
廿
五
條 

貯
金
悉
皆
ノ
払
戻
ヲ
得
ル
ハ
左
ノ
事
項
ニ
限 

 
 
 
 

一
全
戸
村
外
ヘ
轉
籍 

 
 
 
 

一
一
ヶ
月
内
ニ
一
家
二
人
以
上
ノ
死
亡 

 
 
 
 

一
火
災 

第
廿
六
條 

左
ノ
事
項
ハ
貯
金
額
七
分
以
内
ヲ
払
戻
ス
ヘ
シ 

 
 
 
 

一
全
戸
村
外
寄
留 

 
 
 
 

一
戸
主
及
ヒ
家
族
ノ
長
病
又
ハ
死
亡 

 
 
 
 

一
不
虞
ノ
災
厄 

第
廿
七
條 

歳
ノ
凶
歉
ニ
遭
遇
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
村
内
ノ
協
議
ヲ
以
テ
別
ニ
払
ヒ
戻

シ
ノ
手
続
ヲ
定
ム
ベ
シ 

第
廿
八
條 

此
貯
蓄
ハ
明
治
十
九
年
一
月
ヨ
リ
向
七
ヶ
年
ヲ
実
行
ス
ベ
シ 

 
 
 
 
 

第
四
章 

 
 
 
 

隣
保
相
助 

第
廿
九
條 

長
病
又
ハ
変
災
ニ
罹
リ
一
家
ノ
業
務
ヲ
執
ル
能
ハ
サ
ル
モ
ノ
ア
ル
ト

キ
ハ
相
互
ニ
隣
保
相
助
ケ
家
事
百
般
ノ
輔
翼
ヲ
ナ
ス
ヘ
シ 

第
三
拾
條 

第
二
十
九
條
ノ
災
厄
ニ
陥
リ
農
業
耕
転
ノ
期
節
ヲ
失
ヒ
又
ハ
商
機
ニ

遅
ル
ヽ
等
ノ
場
合
於
テ
ハ
隣
保
申
合
セ
必
ス
助
力
シ
損
失
勿
ラ
シ
ム

ベ
シ 

第
三
拾
一
條 

私
怨
ヲ
夾
ミ
隣
保
相
助
リ
ル
ノ
情
誼
ニ
戻
ル
可
カ
ラ
ス 

右
條
々
村
内
一
同
盟
約
ヲ
結
ヒ
必
ス
他
日
違
反
ナ
キ
ヲ
証
明
シ
記
名
捺
印
候
也 

 
 

明
治
十
八
年
十
一
月 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

国 

郡 

村 

 

第
百
三
号 

本
年
六
月
当
郡
衙
山
乙
第
五
拾
壱
号
ヲ
以
テ
町
村
物
産
比
較
会
準
則
ニ
相
達
シ
候

該
会
趣
旨
タ
ル
ヤ
各
自
製
作
ス
ル
所
ノ
物
産
ヲ
一
定
ニ
陳
列
セ
シ
メ
彼
是
相
ヒ
較

シ
テ
其
優
劣
ヲ
判
定
ス
ル
カ
如
キ
ハ
当
業
者
ヲ
シ
テ
一
ハ
競
う
フ
心
ヲ
セ
シ
メ
一

ハ
彼
ノ
長
ヲ
採
リ
我
短
ヲ
補
フ
ノ
実
益
ア
ラ
シ
ム
ナ
リ
、
依
リ
テ
各
自
製
作
ス
ル
所

ノ
物
品
ハ
可
成
多
数
ノ
出
品
有
之
様
懇
篤
奨
励
方
可
致
候
、
就
テ
ハ
目
下
収
穫
ノ
際

ニ
付
務
而
出
品
ノ
手
続
ヲ
ナ
シ
被
置
度
候
、
該
会
開
設
ノ
期
日
モ
追
而
相
達
シ
可
申

候
、
此
段
相
達
候
也 

 
 

明
治
十
八
年
十
月
十
七
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

戸
長
役
場
□ 

 
 
 
 
 

上
布
田
村
下
布
田
村
極
楽
寺
村 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

右
惣
代
人 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

正
副
組
長 

 
 
 
 
 

追
テ
出
品
目 

 
 
 
 
 

一
水
田
米
陸
田
米
大
豆
ハ
各
一
升 

 
 
 
 
 

一
綿
ハ
一
斤 

 
 
 
 
 

一
畑
草
ハ
百
目
ト
ス 

 
 
 
 
 
 
 

各
種
共
引
抜
タ
ル
侭
茎
壱
弐
株
ヲ
添
テ
出
品
ス
ベ
シ 
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本
月
十
一
日
第
一
三
三
号
ヲ
以
テ
当
連
合
村
物
産
比
較
会
来
ル
廿
一
日
ヨ
リ
三
日

間
開
設
、
且
ツ
各
村
惣
代
人
ヲ
以
テ
比
較
品
鑑
定
員
ニ
特
撰
候
間
、
同
廿
一
日
午
前

第
八
時
会
場
迄
出
頭
候
様
附
言
ヲ
以
テ
及
達
置
候
得
共
出
品
者
者
勿
論
可
成
各
村

ゟ
会
場
迄
出
頭
縦
覧
候
様
致
度
、
猶
同
廿
三
日
賞
品
授
与
式
執
行
候
条
、
同
日
午
前

第
八
時
会
場
迄
出
頭
候
様
出
品
者
ヘ
達
方
取
計
度
此
段
及
達
候
也 

 

但
シ
出
品
ノ
等
差
ハ
投
票
ヲ
以
テ
定
ム
、
為
念
申
副
候
也 

 
 

十
八
年
十
二
月
十
八
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

戸
長
役
場
印 

 
 
 
 
 

上
布
田
村 

 
 
 
 
 

極
楽
寺
村 

 
 
 
 
 
 
 

右
惣
代
人
中 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

組
長
中 

 

但
シ
廻
達
之
終
尾
ゟ
御
返
却
有
之
度
候
也 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

小
川
弥
三
郎
始
メ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

十
九
日
午
後
二
時
披
見 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

小
川
歌
三
郎
送 

  
 
 
 
 

議
会
之
達 

来
ル
廿
二
日
通
常
会
開
会
候
条
午
前
第
八
時
当
役
場
江
出
頭
有
之
度
候
也 

 
 

明
治
十
九
年
二
月
十
九
日 

 
 
 
 

戸
長
役
場
印 

 
 
 
 
 

上
布
田
村
連
合
会
議
員 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

猪
野
多
喜
治
殿 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

小
川
歌
三
郎
殿 

 (

朱
書)

同
三
月
十
六
日
集
会
村
惣
代
井
口
久
左
衛
門
宅
ニ
而 

本
県
甲
第
三
十
号
達
今
回
土
地
台
帳
調
整
ニ
付
地
主
惣
代
人
ヲ
撰
挙
投
票
之
件 

右
村
惣
代
人
井
口
久
左
衛
門
事
故
有
テ
自(

辞)

職
願
亦
々
跡
役
撰
挙
申
出
候
事
ニ
本

日
不
参
之
仁
モ
大
ニ
有
之
間
廿
一
日
集
会
之
上
議
決
ニ
及
事
ニ
談
合
シ
閉
会
之
事 

 
 

十
九
年
三
月
廿
二
日
達
戸
長
役
場
ヨ
リ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

上
布
田
村 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

猪
野
多
喜
治
印 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

猪
野
勇
次
郎
印 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

井
口
久
次
郎 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

小
川
歌
三
郎 

右
者
本
年
本
県
乙
第
十
一
号
ヲ
以
テ
土
地
台
帳
調
整
之
義
被
相
達
、
之
レ
ニ
先
チ
地

押
ヲ
為
ス
ニ
関
ス
地
主
惣
代
人
投
票
為
致
候
処
、
前
記
之
人
員
当
撰
ニ
付
得
其
意
、

来
ル
廿
四
日
迄
ニ
請
書
可
差
出
候
、
此
段
達
候
也 

 
 

明
治
十
九
年
三
月
廿
一
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

上
布
田
村
外
八
ヶ
村 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

戸
長
役
場
印 

 

丙
第
三
七
五
号 

地
押
取
調
方
之
儀
ニ
付
テ
ハ
過
般
県
官
及
ヒ
当
庁
担
当
員
出
張
模
範
村
ニ
於
テ
演

習
候
得
共
引
続
着
手
其
完
了
期
日
ハ
近
日
ニ
可
有
之
、
愈
完
了
ノ
上
ハ
本
年
県
庁
乙

第
三
十
号
達
第
十
条
ニ
依
リ
御
報
告
可
相
成
ル
筈
ニ
候
得
共
其
以
前
ニ
於
テ
一
般

完
了
ノ
期
承
知
致
度
義
有
之
候
条
、
各
捴
代
ヨ
リ
為
申
出
来
ル
十
五
日
迄
ニ
御
報
有

之
度
、
此
段
及
御
照
会
候
也 

 
 

明
治
十
九
年
十
二
月
十
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

山
辺
武
射
郡
役
所
第
三
科
長
小
宮
千
蔵 
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明
治
廿
年
二
月
八
日
旧
正
月
十
六
日
ニ
当
ル
、
上
布
田
村
会
猪
野
七
郎
右
衛
門
宅
ニ

而 第
一
条 

布
告
布
達
ハ
其
達
之
同
毎
ニ
村
内
人
民
江
無
洩
読
為
聞
堅
ク
可
相
守
事
、

付
タ
シ
寄
留
籍
之
心
得
方
出
産
死
亡
ト
モ
右
四
ヶ
条
ハ
十
日
以
内
ニ
戸

長
役
工
可
届
出
事 

第
二 

 

農
事
勉
励
之
注
意
肥
料
ト
モ
成
丈
ケ
十
分
ニ
入
丹
精
可
致
事 

第
三 

 

種
卸
種
揚
ケ
田
植
之
事 

 
 
 
 

三
月
廿
四
日 

種
卸 

 
 

旧
二
月
三
十
日
当
ル
未
彼
岸
ニ
当
ル 

 
 
 
 

四
月
廿
一
日 

種
揚
ケ 

 

旧
三
月
二
十
八
日
当
ル 

 
 
 
 

六
月
十
日 

 

田
植 

 
 

旧
□
四
月
十
九
日
当
ル 

 
 
 
 

同
月
拾
六
日 

ツ
ラ
シ
植 

同
月
廿
五
日
当
ル 

第
四
条 

鎮
守
奉
社
義
十
九
年
度
同
様
之
事
、
八
幡
神
社
、
道
祖
神
、
稲
荷
神
三
社

一
ヶ
所
ニ
致
シ
壱
ヶ
所
ニ
而
施
行
之
事
、
右
壱
戸
ニ
付
金
五
銭
ヲ
為
御
酒

銭
ト
シ
差
出
ス
事 

五
条 

 

鎮
守
八
幡
宮
大
破
ニ
付
営
繕
之
事
猪
野
多
喜
治
申
出
シ
候
而
猪
野
七
郎

右
衛
門
ゟ
発
見
ニ
曰
、
村
内
モ
当
時
節
柄
ニ
付
困
難
ト
看
覚
致
シ
ニ
付
社

木
見
立
テ
払
下
ノ
手
続
ヲ
ナ
シ
然
シ
テ
ヨ
リ
取
掛
ル
事 

六
条 

 

村
会
並
ニ
道
路
普
請
ニ
付
村
民
至
テ
時
欵
ヲ
失
シ
遅
延
且
ツ
不
参
ノ
者

モ
有
之
ニ
付
、
是
ヨ
リ
番
木
ヲ
補
理
シ
、
右
鳴
渡
ル
ト
一
金
弐
拾
銭
ノ
過

料
金
ヲ
為
差
出
セ
ル
事 

 
 

右
集
会
ニ
相
成
后
後
ヨ
リ
休
暇
ニ
相
成
ト
ス 

 
 
 
 

祝
融
概
論 

夫
レ
祝
融
ハ
宇
宙
間
ニ
於
テ
上
ニ
天
子
ヨ
リ
下
モ
庶
人
ニ
至
ル
迠
一
日
モ
缺
ク
可

カ
ラ
ザ
ル
至
大
貴
重
ナ
ル
者
ニ
シ
テ
且
之
レ
ヲ
缺
ク
ト
キ
ハ
五
穀
离
獣
虫
魚
皆
以

テ
生
食
ス
ベ
ク
殆
ン
ト
离
獣
ト
数
ヲ
同
シ
ク
ス
可
ク
若
シ
是
レ
ラ
冥
々
ノ
内
ニ
点

ズ
レ
ハ
則
チ
白
昼
ト
同
ジ
ク
其
ノ
功
用
ノ
大
ナ
ル
事
挙
テ
論
ズ
可
ラ
ズ
、
又
是
レ
ウ

ィ
苟
且
ニ
ル
ト
キ
ハ
昨
日
ノ
大
廈
玉
樓
モ
今
日
烏
有
ニ
属
ス
ル
ハ
又
祝
融
氏
ノ
業

ナ
リ
本
村
既
ニ
業
ニ
祝
融
氏
ノ
難
ヲ
蒙
ル
者
少
ナ
シ
ト
セ
ズ
、
実
ニ
祝
融
氏
ハ
片
時

モ
缺
ク
可
カ
ラ
ザ
ル
貴
重
ナ
ル
者
ニ
シ
テ
其
害
ノ
大
ナ
ル
事
又
尤
モ
甚
シ
、
本
村
此

ニ
共
同
一
致
シ
テ
左
之
条
々
ヲ
設
ケ
以
テ
祝
融
氏
ノ
不
時
ニ
備
ヘ
是
レ
ヲ
鎮
護
シ

ト
爾
云 

明
治
弐
拾
年 

  
 
 
 
 

非
常
誓
約
規
則 

第
壱
條 

非
常
誓
約
中
ハ
必
ズ
壱
村
連
絡
シ
テ
現
場
ニ
出
張
ス
可
キ
事 

第
貮
條 

非
常
役
員
ハ
頭
取
壱
名
理
事
壱
名
ヲ
置
リ 

 
 
 
 
 

但
シ
任
期
ヲ
二
ケ
年
ト
ス
満
期
之
后
再
撰
ス
ル
ヲ
得 

第
三
條 

頭
取
ハ
非
常
一
切
ノ
事
務
ヲ
総
理
ス
ル
者
ト
ス 

第
四
條 

理
事
ハ
頭
取
ノ
命
ニ
従
ヒ
消
防
方
出
発
后
自
村
ヲ
警
護
ス
ル
者
ト
ス 

第
五
條 

人
夫
ハ
必
ズ
頭
取
ノ
命
ニ
従
ヒ
気
侭
ニ
働
ク
可
ラ
サ
ル
事 

第
六
條 

非
常
出
発
ハ
雲
龍
水
ヲ
先
ト
シ
次
ニ
鳶
人
足
ハ
定
メ
前
后
ス
ベ
カ
ラ
サ

ル
事 

 
 
 
 
 

但
シ
引
取
モ
又
同
ズ 

第
七
條 

非
常
道
具
村
内
決
議
ニ
図
リ
是
レ
ヲ
確
忍
不
抜
ノ
人
ニ
預
ケ
置
ク
可
キ

事 
発
第
八
八
号 

虎
列
刺
病
予
防
ノ
為
メ
土
地
ノ
清
潔
ヲ
要
ス
ル
旨
、
今
般
別
紙
第
百
五
拾
七
号
ヲ
以

テ
訓
令
相
成
候
ニ
付
テ
ハ
、
左
ノ
事
項
施
行
期
日
相
定
メ
候
条
其
意
ヲ
各
村
者
一
般
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ヘ
無
洩
相
達
、
且
当
日
惣
代
人
ヲ
始
メ
組
長
ハ
組
内
限
リ
現
場
ヘ
臨
み
苟
モ
病
毒
ノ

媒
介
ニ
可
相
成
モ
ノ
ハ
亳
モ
遣
ス
所
ナ
ク
極
テ
清
潔
ニ
致
し
候
様
精
々
注
意
ス
ベ

ク
、
尤
モ
施
行
ノ
際
ハ
役
場
吏
員
ニ
派
遣
候
、
右
相
達
候
也 

 
 

明
治
廿
年
六
月
八
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

戸
長
役
場 

一
家
屋
の
内
外
ヲ
掃
除
セ
シ
ム
ル
コ
ト 

二
下
水
溝
渠
ヲ
浚
ヒ
渫
路
通
セ
シ
ム
ル
コ
ト 

三
下
水
溝
渠
ノ
汚
泥
塵
芥
等
ハ
町
村
塵
芥
掃
除
又
ハ
健
康
上
無
実
の
地
ニ
運
搬
ス

ル
カ
或
ハ
焼
棄
ス
ム
ル
コ
ト 

四
便
所
ニ
掃
除
セ
シ
メ
康
康
の
推
積
セ
シ
メ
サ
ル
コ
ト 

五
便
器
の
破
損
ス
ル
モ
ノ
ハ
此
際
修
理
セ
シ
ム
ル
コ
ト 

六
飲
料
ニ
供
ス
ル
井
戸
の
周
囲
ヲ
掃
除
セ
シ
メ
井
戸
浚
ナ
サ
シ
ム
ル
コ
ト 

七
区
便
所
等
の
類
ハ
其
持
主
ヲ
シ
テ
充
分
ニ
掃
除
ヲ
ナ
サ
シ
ム
ル
コ
ト 

 
 
 
 
 

施
行
期
日 

六
月
十
二
日 

上
布
田
村 

同 

下
布
田
村 

六
月
十
三
日 

雨
坪
村 

同 
 
 
 
 

極
楽
寺
村 

同 

武
勝
村 

 
 
 
 
 

但
以
後
ハ 

第
一
項
ノ
内
ハ
毎
日
、
外
ハ
四
九
ノ
日 

第
二
項
三
項
四
項
ハ
毎
日
十
カ
目 

第
六
項
ハ
四
九
ノ
日
ヲ
以
テ
掃
除
セ
シ
ム
ル
コ
ト 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

右
村
々
惣
代
人 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

組 

長 

訓
令
第
百
七
拾
五
号 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

郡
役
所 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

警
察
所 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

警
察
分
所 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

戸
長
役
場 

土
地
ノ
清
潔
ヲ
要
ス
ル
ハ
虎
列
刺
病
予
防
上
緊
急
ノ
要
務
ニ
付
客
年
中
該
病
ヲ
発

生
セ
サ
ル
町
村
ト
雖
ト
モ
本
年
本
県
訓
令
第
百
壱
号
第
一
項
以
下
第
七
項
迄
施
行

方
右
期
日
ヲ
定
メ
郡
役
所
警
察
所
ニ
於
テ
監
督
実
施
セ
シ
ム
ベ
シ 

 

但
本
文
施
行
期
日
ハ
郡
長
ヨ
リ
知
事
ヘ
具
申
ス
ヘ
シ 

 
 

明
治
廿
年
六
月
二
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

千
葉
県
令
船
越 

衛 

十
一
日
朝
六
時
ト
心
得
候
、
井
口
久
次
郎
、
小
川
歌
三
郎
出
頭
ニ
而
村
内
江
右
達
シ

順
回
致
し
度
由
ニ
付
人
名
ヲ
記
載
ス
小
川
弥
三
郎
始
メ
ニ
而
相
回
シ
候 

  
 
 
 
 

芝
居
興
行
願 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

東
京
四
ツ
谷
区
巳
忍
町
拾
三
番
地 

十
月
十
五
十
六
両
日 

 
 
 
 

森
田
錦
芝
事 

 
 
 
 
 

雨
天
日
延 

 
 
 
 
 

市
川
国
三
郎 

一
芝
居
興
行 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

安
政
六
年
四
月
生 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

外
六
名 

右
者
今
般
同
郡
上
布
田
村
三
百
八
番
地
水
原
市
郎
左
衛
門
方
ニ
於
テ
芝
居
興
行
仕

候
間
、
御
許
可
被
成
下
度
俳
優
観
察
并
ニ
演
題
相
添
此
段
相
願
候
也 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

右
地
主 

水
原
市
郎
左
衛
門 

 
 

明
治
廿
年
十
月
十
二
日 

 
 
 
 

同
村 

 
 
 
 
 

東
金
警
察
署
長 

 
 
 
 
 
 

勧
進
元
水
原 

岩
吉 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

警
部
宮
崎
直
候
殿 

前
書
之
通
願
出
ニ
付
奥
印
致
候
也 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

右
上
布
田
村
外
八
ヶ
村
聨
合
戸
長 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

猪
野
七
郎
右
衛
門 

 

中 
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東
第
七
拾
五
号 

 
 

書
面
願
之
趣
聞
届
候
事 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

東
金
警
察
署
長 

 
 

明
治
廿
年
十
月
十
三
日 

 
 
 
 

警
部
宮
崎
信
明
印 

 
 
 
 
 

演
題
目 

初
日 

一
忠
臣
蔵
二
段
目 

一
同
三
段
目 

一
同
四
段
目 

一
同
五
段
目 

二
日
目 

一
同
六
段
目 

一
同
七
段
目 
一
同
八
段
目 

一
同
九
段
目 

別
紙
之
通
リ
許
可
候
条
御
取
締
御
配
慮
相
成
度
、
尤
別
紙
御
覧
済
之
上
ハ
戸
長
役
場

ヘ
宛
テ
御
遣
し
可
相
成
、
此
段
申
達
候
也 

 
 
 
 

印 

右
者
別
紙
興
行
致
此
段
御
届
申
候
也 

 
 

明
治
廿
年
十
月
十
二
日 

（
上
布
田 
猪
野
家 

A-

15-

3
） 

  


